
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通環境対策アクションプラン 

２０１０ 

近 畿 運 輸 局 

神戸運輸監理部 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表紙の写真は平成２１年度交通関係環境保全優良事業者等局長表彰受賞者です 

 

(株)カシックス ・・・・・ 業界初の排出権取引制度を利用して「カーボンオフセット車」を運行（上段 左） 
 

三菱倉庫(株)大阪支店 ・・・・・ 省エネ型の配送センター倉庫を建設（上段 右） 
 

阪神電気鉄道(株)／西大阪高速鉄道(株) ・・・・・ 環境負荷軽減に配慮した新型車両を新造（中段） 
 

琵琶湖汽船(株)／(株)杢兵衛造船所 ・・・・・ 環境に配慮した新造船を建造（下段 左） 
 

金田運輸(株) ・・・・・ 高い環境意識のもと早期にハイブリッド車を導入（下段 右） 



目      次 

 

まえがき  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

平成２２年度環境行動計画（一覧）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

平成２１年度環境行動計画の取り組み及び評価（一覧）  ・・・・・・・・・・・・  ６ 

平成２２年度環境行動計画の重点事項  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

平成２１年度環境行動計画の重点事項への取り組み及び評価  ・・・・・・・・・・  １１ 

平成２２年度環境行動計画（交通環境対策の４本の柱）  ・・・・・・・・・・・・ １４ 

 

 Ⅰ．地球温暖化問題への取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

  １．自動車交通対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

   （１）低公害車の普及等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５ 

     ①自動車グリーン税制・自動車重量税等の減免の活用 

     ②近畿低公害車導入促進協議会による普及啓発活動の推進 

   （２）交通流対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

     ①連続立体交差化事業の推進 

  ２．環境負荷の小さい交通体系の構築 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

   （１）公共交通機関の利用促進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

     ①地域の公共交通の活性化・利用円滑化 

       １）地域公共交通の活性化・再生の推進 

     ②低炭素地域づくり面的対策推進事業の推進 

        ③バリアフリー施策の推進 

       １）旅客施設、バス車両等のバリアフリー化 

       ２）基本構想策定支援 

       ３）バリアフリー教室の開催 

      ４）交通のバリアフリー化に貢献のあった方々に対する顕彰 

      ５）その他 

     （２）モビリティ・マネジメントの推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３ 

     ①モビリティ・マネジメント施策（ＭＭ施策）の推進 

     ②エコ通勤の推進（職場交通マネジメントの推進） 

   （３）モーダルシフト、物流の効率化等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 

      ①グリーン物流パートナーシップ推進事業の促進 

     ②グリーン物流セミナーの開催 

      ③流通業務総合効率化事業の推進 

      ④多様な関係者の連携による物流効率化事業の促進 

          ⑤３ＰＬ（ｻｰﾄﾞ･ﾊﾟｰﾃｨ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ）事業の促進及び人材育成の推進 

      ⑥営業倉庫における省エネ設備・技術の導入促進 

    （４）環境に優しい事業運営の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

      ①運送事業者のグリーン経営の推進 

     ②ＥＭＳ（エコドライブ管理システム）の普及・支援 

      ③自動車整備事業者等に対する顕彰 

     ④優良自動車運送事業者に対する顕彰 

     ⑤内航船・旅客船に対する省エネ機器等の導入促進支援策の推進 

⑥スーパーエコシップ等のエネルギー使用合理化船舶導入の推進 

⑦船舶版アイドリングストップの推進 



     ⑧環境対策セミナーの開催 

   （５）交通分野での環境保全に貢献のあった方々への顕彰 ・・・・・・・・・・ ３２ 

      （６）出前講座等による啓発活動の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３３ 

     ①出前講座の実施 

       １）近畿運輸局の取り組み 

       ２）神戸運輸監理部の取り組み 

     ②交通エコロジー教室 

       １）近畿運輸局の取り組み 

       ２）神戸運輸監理部の取り組み 

     ③エコドライブの啓発 

  ３．輸送分野におけるエネルギー使用の合理化の推進 ・・・・・・・・・・・・・ ３６ 

   （１）改正省エネルギー法による省エネ対策の推進 ・・・・・・・・・・・・・ ３６ 

 

 Ⅱ．大気汚染問題への取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

  １．ＣＮＧトラック・バスの導入促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

   （１）普及啓発活動の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

  ２．自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく事業者指導の実施 ・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

  ３．ディーゼル車の点検の実施等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９ 

   （１）ディーゼルクリーン・キャンペーンの実施 ・・・・・・・・・・・・・・ ３９ 

   （２）市民黒煙モニター制度の活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０ 

  ４．街頭検査の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０ 

  ５．国道４３号等の沿道における環境改善 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４１ 

   （１）尼崎地区ディーゼル車排ガスクリーンキャンペーンの実施 ・・・・・・・ ４１ 

   （２）迂回運行の要請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４２ 

    ６．船舶からの大気汚染物質の排出規制業務の円滑な実施 ・・・・・・・・・・・ ４２ 

 

 Ⅲ．循環型社会の形成に向けた取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４３ 

  １．自動車リサイクルの円滑な推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４３ 

   （１）自動車登録関係業務の円滑な実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４３ 

   （２）自動車整備事業者における対応  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４４ 

      ①自動車整備におけるリサイクル部品の利用促進 

      ②自動車分解整備事業者等に対する業者登録の指導 

  ２．ＦＲＰ船リサイクル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５ 

         ①ＦＲＰ船リサイクルの推進 

 

 Ⅳ．海洋汚染対策・プレジャーボート関係利用環境対策 ・・・・・・・・・・・・・ ４６ 

  １．海洋汚染問題への取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４６ 

      ①外国船に対する海洋汚染防止設備等に関する検査の強化 

          ②海洋汚染防止設備の立入検査の実施 

      ③廃油処理事業者への指導 

      ④油濁防止管理者養成講習の実施 

     ⑤入港外航船舶へのＰＩ保険加入状況の確認及び立入検査等の実施 

  ２．プレジャーボート関係利用環境対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４８ 

 

 



 
交通環境対策アクションプラン 

 

 - 1 -

 

 地球温暖化問題は、人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つであります。

地球温暖化対策は、資源やエネルギーを効率良く利用する努力を行いながら、大量生産・

大量消費・大量廃棄型の社会経済活動や生活様式を見直すことを迫るものであり、その

意味で1997 年の京都議定書の採択は転換点となるものであります。 

 京都議定書では、気候変動枠組条約の究極的な目的を達成するための長期的・継続的

な温室効果ガスの排出削減の第一歩として、先進国の温室効果ガスの削減を法的拘束力

を持つものとして約束しており、現在、ＣＯ２を含む温室効果ガスの排出量を基準年

(1990)に対して、2008 年～2012 年までに６％削減することを目指し、さまざまな取り組

みが展開されています。 

また、平成21年 12月には、コペンハーゲンでＣＯＰ15が開催され、わが国は、全て

の主要国による公平かつ実効性のある国際枠組みの構築、及び意欲的な目標の合意を前

提に、温室効果ガスの排出量を2020 年までに90年比で 25％削減する目標を表明しまし

た。 

 国土交通省は、美しく良好な環境の保全・再生・創造を国土交通行政の最重要テーマ

の一つとして、積極的な取り組みを行ってまいりました。２０１０年３月に一部改訂さ

れた国土交通省環境行動計画では、「環境と経済・社会を統合的に向上させていくという

視点」、「総合的・連携性という視点」、「人や企業の行動に働きかけるという視点」及び

「面的広がり（圏域）、時間的広がり（時間軸）の視点」の４つの視点を基本的な考え方

とすることにより、国土交通行政のグリーン化の定着を目指すことを掲げています。 

このような状況の中、近畿運輸局及び神戸運輸監理部では、国民の期待に応えるため

近畿地域における交通環境問題に対して真摯に向き合い、関係自治体、関係団体等と連

携し、ＣＯ２等の温室効果ガスの削減目標を達成するため、交通関係の削減対策を行っ

てまいります。 
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参照頁

Ⅰ．地球温暖化問題への取り組み ☆ 15

18

２．環境負荷の小さい交通体系の構築
　　　　（１）公共交通機関の利用促進 18

19

21

　　　　（２）モビリティ・マネジメントの推進 23

☆ 24

　　　　（３）モーダルシフト、物流の効率化等 25

26

☆
27

27

28

　　　　（４）環境に優しい事業運営の推進
☆

29

29

30

30

☆ 30

31

31

31

　　　　（５）交通分野での環境保全に貢献のあった方々への
　　　　　　 顕彰

32

　　　　（６）出前講座等による啓発活動の推進 33

35

36

３．輸送分野におけるエネルギー使用の合理化の推進 36

☆は重点事項

１．自動車交通対策

項　　　　　　　　　　　　　　目

－　２　－ －　３　－

近畿低公害車導入促進協議会による低公害車の普及啓発活動の推進を図ります。

連続立体交差化事業を推進し、踏切の除去により周辺道路の渋滞緩和を図ります。

公共交通の維持、利便性向上等による公共交通の活性化・利用円滑化に向けた取り組みに対す
る総合的な支援を実施します。

具  体  的  内  容  

荷主企業やトラック事業者等物流事業者に対し、鉄道や海上輸送への転換を推進するグリーン物
流パートナーシップ事業の促進を図ります。又、グリーン物流セミナーを開催します。

環境省と連携して、公共交通の利便性向上策や未利用エネルギー、再生可能エネルギーの活用
等の面的な対策を低炭素地域づくり面的対策推進事業として支援します。

バリアフリー新法に基づき、旅客施設、道路、建物等の一体的・総合的な取り組みを進めます。

環境負荷の軽減や公共交通機関への利用転換等モビリティ・マネジメント施策を推進します。

「エコ通勤」の推進に向けて、自治体や事業所への積極的な支援を行います。

効率的で環境負荷の小さい物流の構築を目指し、流通業務総合効率化事業の推進を図ります。

物流事業者や荷主企業、関係自治体等多様な関係者の連携による物流連携効率化推進事業の
取り組みを支援します。

３ＰＬ（サード・パーティ・ロジスティクス）事業の促進及び人材育成の推進を図ります。

営業倉庫における省エネ設備・技術の導入促進を支援します。

グリーン経営推進マニュアルを周知するとともに、運送事業者に対しグリーン経営認証制度の普
及を図ります。

ＥＭＳ（エコドライブ管理システム）の普及・支援に取り組みます。

循環型社会形成に向け、環境対策に積極的に取組んでいる自動車整備事業者等を表彰し、より
一層多くの事業場等に拡大されるよう推進を図ります。

低公害車の導入、ISO１４００１・グリーン経営認証の取得など自動車運送事業を通じて環境対策
等の社会貢献を果たしている自動車運送事業者を表彰することにより、環境負荷低減の啓蒙を図
ります。

小・中・高・大学生や一般市民を対象とした出前講座の取り組みを進めます。

交通がもたらす環境への影響に対する理解と環境負荷の小さい移動のために個人がなし得るこ
との認識を深め、又、青少年を対象に海の交通が社会に果たしている役割やエコロジー面では
モーダルシフトが進められていること等への理解を深めるための教室を開催します。

イベントやフェアにおいて一般ドライバーを対象にエコドライブの啓発を行います。

内航船・旅客船に対する省エネ機器等の導入促進支援策の推進を図ります。

電気推進システムを採用した環境に優しく経済的な船舶（スーパーエコシップ）の導入の推進を図
ります。

船舶が停泊中に必要な電力を自家発電から陸上電力供給への転換を推進する船舶版アイドリン
グストップの推進を図ります。

物流事業者を対象に、環境対策セミナーを開催し温室効果ガスの削減につながるよう省エネ対策
の推進を図ります。

平成２２年度　環境行動計画

改正省エネ法に基づき、特定輸送事業者の省エネに向けた取り組み状況を調査するとともに、そ
の取り組み内容を事業者間で共有し省エネ措置の確実な実施を図っていきます。

交通分野における環境対策の一層の推進を図るため、環境保全に著しく貢献のあった方々に対
し表彰を行います。



参照頁

Ⅱ．大気汚染問題への取り組み １．ＣＮＧバス・トラックの導入促進 37

２．自動車Nox・PM法に基づく事業者指導の実施 37

３．ディーゼル車の点検の実施等 39

４．街頭検査の実施 40

５．国道４３号等の沿道における環境改善 41

６．船舶からの大気汚染物質の排出規制業務の円滑な
　　実施

42

Ⅲ．循環型社会の形成に向けた取り組み １．自動車リサイクルの円滑な推進 43

２．ＦＲＰ船リサイクル 45

Ⅳ．海洋汚染対策・プレジャーボート関係利用
　　 環境対策

１．海洋汚染問題への取り組み 46

46

47

47

47

２．プレジャーボート関係利用環境対策 48

具  体  的  内  容項　　　　　　　　　　　　　　目

－　４　－ －　５　－

６月及び10月を重点実施期間としてディーゼルクリーン・キャンペーン展開し、街頭検査等を実施
及び地方自治体と連携した市民黒煙モニター制度を活用し、迷惑黒煙の改善に取り組みます。

安全確保、環境保全のため定期的街頭検査を行い、整備不良車や不正改造車の排除を目指しま
す。

尼崎地区ディーゼル車排ガスクリーンキャンペーンとして街頭検査を計画し取り組んでいきます。
又、阪神高速湾岸線への迂回運行の要請や幹線沿道交通環境改善促進に向けた取り組みを実
施します。

外国船舶に対して実施するポートステートコントロール（ＰＳＣ）において、海洋汚染防止条約に基
づき適正な検査を実施します。

自動車リサイクル法の施行に伴う新抹消登録制度の適正な運用を図り、関係行政機関とも連携し
使用済み自動車の不法投棄の防止や資源のリサイクルに努めます。又、自動車整備におけるリ
サイクル部品の利用促進等を図ります。

ＦＲＰ船リサイクルシステムの利用促進と自治体による廃船処理システムの活用を促進します。

自動車Nox・PM法に基づく一定規模以上の運輸事業者の自動車使用管理計画書の提出等指導
を実施します。

船舶油濁損害賠償保障法に基づき、入港外航船舶へのＰＩ保険加入状況の確認及び立入検査等
を実施します。

プレジャーボート等の利用適正化に向け関係者との意見・情報交換を行い、又、水上バイクの水
域利用に関するルール、マナー啓発活動を実施します。

外国船に対する海洋汚染防止設備等に関する検査の強化を図ります。
実施目標隻数：785隻（近畿運輸局500隻、神戸運輸監理部285隻）

海洋汚染防止設備の保守・管理状況及び廃油の処理・管理状況の立入検査を実施します。

廃油処理事業者に対し、廃油処理施設への立入等により、廃油の適正な処理が行われるよう指
導します。

船舶からの油の不正な排出の防止に関する業務の管理を行う「油濁防止管理者」を養成する講
習を実施します。

近畿黒煙ゼロ推進連絡協議会の活動を中心に、低公害車普及促進に関する説明会や展示・試乗
会等の実施、普及啓発ツールの作成、低公害車ＰＲコーナーの常設等啓発活動の推進を図りま
す。



目   標 参照頁

１．自動車交通対策 近畿低公害車導入促進協議会による普及啓発活動を推進します。 ◎ 自治体等が開催する環境関係イベントに参画し、低公害車の普及啓発活動を実施しました。 15

連続立体交差化事業を推進し、踏切の除去により周辺道路の渋滞
緩和を図ります。

ＪＲ阪和線東岸和田駅付近及び、おおさか東線俊徳道～新加美間の高架化事業により24箇所の踏切を除去することが
できました。

18

２．環境負荷の小さい交通体系の
　　構築

（１）公共交通機関の利用促進

公共交通の維持、利便性向上等による公共交通の活性化・利用円
滑化に向けた取り組みに対する総合的な支援を実施します。

地域公共交通総合連携計画が策定された35の地域において、地域の実情に応じた公共交通利用促進事業が実施され
ています。

19

環境省と連携して、公共交通の利便性向上策や未利用エネルギー、
再生可能エネルギーの活用等の面的な対策を低炭素地域づくり面
的対策推進事業として支援します。

継続事業として、京都都市圏、尼崎市、堺市又、新規事業として、神戸市西区、大阪中之島、池田市において計画の策
定について支援し、取り組みが進められました。

20

バリアフリー新法に基づき、旅客施設、道路、建物等の一体的・総合
的な取り組みを進めます。

旅客施設、とりわけ鉄道駅については全事業者を対象として聞き取り調査を実施し、整備困難駅等の整理ができました。
また、バス車両等のバリアフリー化も補助制度により整備が進みました。

21

　（２）モビリティ・マネジメントの
       推進

環境負荷の軽減や公共交通機関への利用転換等モビリティ・マネジ
メント施策を推進します。

京都市におけるモビリティ・マネジメントの推進についての事例を報告し、情報の共有を図りました。 23

「エコ通勤」の推進に向けて、自治体や事業所への積極的な支援を
行います。

◎ エコ通勤に関する取り組みを自主的かつ積極的に推進している管内35事業所を「エコ通勤優良事業所」として認証、登
録を行いました。

24

　（３）モーダルシフト、物流の
　　　 効率化等

荷主企業やトラック事業者等物流事業者に対し、鉄道や海上輸送へ
の転換を推進するグリーン物流パートナーシップ事業の促進を図り
ます。又、グリーン物流セミナーを開催します。

関西グリーン物流パートナーシップ会議を開催し、3件の推進事業に取り組みました。又、フェリー・ＲＯＲＯ船及び鉄道へ
のモーダルシフトを推進するためセミナーを開催しました。

25

効率的で環境負荷の小さい物流の構築を目指し、流通業務総合効
率化事業の推進を図ります。

流通業務効率化計画の認定を7件行い、事業の推進を図りました。 26

物流事業者や荷主企業、関係自治体等多様な関係者の連携による
物流連携効率化推進事業の取り組みを支援します。

◎ 適切な物流連携効率化推進計画の策定に向けて関空ECO輸送推進協議会事業について、指導、助言、評価等を行い
ました。

27

３ＰＬ（サード・パーティ・ロジスティクス）事業の促進及び人材育成の
推進を図ります。

３ＰＬ（サード・パーティ・ロジスティクス）事業促進のための各種ガイドラインの説明や事業の推進並びに人材育成の必要
性について講演等を行いました。

27

  （４）環境に優しい事業運営の
        推進

グリーン経営推進マニュアルを周知するとともに、運送事業者に対し
グリーン経営認証制度の普及を図ります。

 
グリーン経営認証制度の説明会を年4回開催し、制度の普及を図りました。今後も引き続き制度の普及を図っていきま
す。

29

ＥＭＳ（エコドライブ管理システム）の普及・支援に向けて説明会等を
開催し広報活動を行います。

ＥＭＳ普及事業講習会で広報活動を行い、5事業者、633台についてEMS普及事業実施計画認定を行いました。 29

循環型社会形成に向け、環境対策に積極的に取組んでいる自動車
整備事業者等を表彰し、より一層多くの事業場等に拡大されるよう
推進を図ります。

環境対策に積極的に取組んでいる自動車整備事業者等３６２事業場を表彰しました。 30

低公害車の導入、ISO１４００１・グリーン経営認証の取得など自動車
運送事業を通じて環境対策等の社会貢献を果たしている自動車運
送事業者を表彰することにより、環境負荷低減の啓蒙を図ります。

自動車運送事業を通じて環境対策等の社会貢献を果たしている自動車運送事業者70事業者を表彰し、環境対策の意
識向上を図ることができました。

30

国内海上輸送の省エネ運航等合理化・輸送サービス向上に向けた
取り組みの推進を図ります。

◎ 省エネ運航等合理化・輸送サービス向上に向け、10隻のフェリー及び1隻の内航船で実証実験を実施しました。 30

電気推進システムを採用した環境に優しく経済的な船舶（スーパー
エコシップ）等の導入推進を図ります。

管内事業者において、平成21年度に2隻が就航し、合計では4隻となり、スーパーエコシップの普及は軌道に乗りつつあ
ります。

31

大型フェリーやＲＯＲＯ船が停泊中に必要な電力を自家発電から陸
上電力供給への転換を推進する船舶版アイドリングストップの推進
を図ります。

実証実験の取り組みとして、大型フェリーに陸上から大容量の電力を供給する陸電システムを導入しました。 31

物流事業者を対象に、環境対策セミナーを開催し温室効果ガスの削
減につながるよう省エネ対策の推進を図ります。

環境対策における各種支援措置や神戸市のモーダルシフト補助制度を紹介するセミナーを開催しました。 31

　（５）交通分野での環境保全に
　　　 貢献のあった方々への顕彰

交通分野における環境対策の一層の推進を図るため、環境保全に
著しく貢献のあった方々に対し表彰を行います。

5事業（７事業者）を表彰し、取り組み事例を一般に公表することにより、交通関係における環境対策の進展を図ることが
できました。

32

 

◎は重点事項

Ⅰ．地球温暖化問題への
　　 取り組み

項　　　　目

平成２１年度環境行動計画の取り組み及び評価

－　６　－

達    成    状    況

－　７　－



目   標 参照頁

　（６）出前講座等による啓発活動
　　　  の推進

テーマ毎に小・中学校の総合学習を支援する取り組みを進めます。
また、観光、物流、環境、交通バリアフリー等をテーマに小・中・高・
大学生や一般市民を対象とした出前講座の取り組みを進めます。

地方自治体との連携した体験航海の実施や日本国際協力機構の外国人研修員に対して自動車検査制度の講義や見
学を行うなど、国際協力も行いました。

33

交通がもたらす環境への影響に対する理解や海の交通が社会に果
たしている役割等への理解を深めるため教室を開催します。

小学生の親子に電車、バス及びフェリーを使ったCO2排出量の削減効果や、公共交通を利用することの大切さ等の理解
を深めることができました。

35

３．輸送分野におけるエネルギー
　  使用の合理化の推進

改正省エネルギー法に基づき、特定輸送事業者に指定された輸送
事業者に対し省エネ対策の推進を図ります。

特定輸送事業者３社に対し省エネ対策の実態調査を実施しました。今後は、取り組み内容を事業者間で共有することに
より省エネ措置の確実な実施を図っていきます。

36

Ⅱ．大気汚染問題への取り
　　 組み

１．ＣＮＧトラック・バスの導入促進
低公害車普及促進に関する説明会や展示・試乗会等の実施など啓
発活動の推進を図ります。

低公害車普及促進に関する説明会や展示・試乗会等の実施など啓発活動の推進により保有台数は増加しています。 37

２．自動車Nox・PM法に基づく
　　事業者指導の実施

自動車Nox・PM法に基づく一定規模以上の運輸事業者の自動車使
用管理計画書の提出等指導を実施します。

未提出事業事業者に督促するとともに、指導をおこないました。 37

３．ディーゼル車の点検の実施等
６月及び１０月を重点実施期間としてﾃﾞｨｰｾﾞﾙｸﾘｰﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを展開
し街頭検査等を実施します。又、地方自治体と連携した市民黒煙モ
ニター制度を活用し、迷惑黒煙の改善に取り組みます。

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｸﾘｰﾝ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ及び迷惑黒煙通報制度を活用して一般ﾕｰｻﾞｰに黒煙の有害性、改善対策について周知すると
ともに、電光掲示板、チラシの配布等により広報活動を行いました。又、市民黒煙モニター制度により通報された迷惑黒
煙排出車両の使用者に対し、車両の改善をするよう指導を行いました。

39

４．街頭検査の実施
安全確保、環境保全のため定期的街頭検査を行い、整備不良車や
不正改造車の排除を目指します。

該当検査の充実・強化を図り、検査目標台数13，300台に対して14，937台の検査を実施しました。 40

５．国道４３号等の沿道における
　　環境改善

尼崎地区ディーゼル車排ガスクリーンキャンペーンとして毎月２回の
街頭検査を計画し、取り組んでいきます。又、迂回運行の要請や幹
線沿道交通環境改善促進に向けた取り組みを実施します。

毎月２回の街頭検査を計画し、15回、147台に対し街頭検査を実施しました。又、交通需要縮減キャンペーンを実施し、ト
ラック事業者等に阪神高速湾岸線への迂回要請を行いました。

41

６．船舶からの大気汚染物質の
　　排出規制業務の円滑な実施

外国船舶に対して実施するポートステートコントロール（ＰＳＣ）におい
て、海洋汚染防止条約に基づき適正な検査を実施します。

700隻の外国船舶に対してポートステートコントロール（ＰＳＣ）を実施し、79件の欠陥を指摘し改善指導を行いました。 42

Ⅲ．循環型社会の形成に向
　　 けた取り組み

１．自動車リサイクルの円滑な
　　推進

自動車リサイクル法の施行に伴う新抹消登録制度の適正な運用を
図り、関係行政機関とも連携し、使用済み自動車の不法投棄の防止
や資源のリサイクルに努めます。又、自動車整備におけるリサイクル
部品の利用促進を図ります。

一時抹消登録車両の大量所有者の大幅な減少など適正な解体処理が進んでいると思われます。また、自動車分解整備
事業者等に対し、リサイクル部品の利用促進を自動車ユーザーに働きかけるよう周知を行いました。

43

２．ＦＲＰ船リサイクル
ＦＲＰ船リサイクルシステムの利用促進と自治体による廃船処理シス
テムの活用を促進します。

一般ボートユーザーに対し、自治体ホームページ等で周知広報活動を行い、207隻のリサイクルシステムの利用がありま
した。

45

Ⅳ．海洋汚染対策・プレジ
      ャー ボート関係利用
      環境対策

１．海洋汚染問題への取り組み
外国船に対する海洋汚染防止設備等に関する検査の強化を図りま
す。
実施目標隻数：785隻（近畿運輸局500隻、神戸運輸監理部285隻）

強化重点を絞ったポートステートコントロールを実施した結果、欠陥の指摘及び是正指導隻数が多くあり海洋汚染の防
止を図ることができました。
実施隻数：700隻（近畿運輸局415隻、神戸運輸監理部285隻）

46

海洋汚染防止設備の保守・管理状況及び廃油の処理・管理状況の
立入検査を実施します。

内航船に立ち入り、設備の保守・点検、廃油の処理・管理状況について検査を実施しました。
立入検査数：63隻（近畿運輸局44隻、神戸運輸監理部19隻）

46

廃油処理事業者に対し、廃油処理施設への立入等により廃油の適
正な処理が行われるよう指導します。

全廃油処理事業者に対し立入検査を実施し、点検指導を行いました。
立入検査数：16（近畿運輸局12、神戸運輸監理部4）

47

船舶からの油の不正な排出の防止に関する業務管理を行う油濁防
止管理者を養成する講習を実施します。

神戸運輸監理部において、油濁防止管理者養成講習を実施しました。
講習修了者：21名

47

船舶油濁損害賠償保障法に基づき、入港外航船舶へのＰＩ保険加入
状況の確認及び立入検査等を実施します。

船舶油濁損害賠償保障法への適合性を確認するとともに、立入検査等を実施し保障契約を締結していない船舶等に対
して行政命令を発出しました。
立入隻数：477隻（近畿運輸局261隻、神戸運輸監理部216隻）

47

２．プレジャーボート関係利用
　　環境対策

プレジャーボート等による騒音問題等に対処するため、自治体、マリ
ン関係団体等関係者と意見・情報交換を行い、関係機関と必要な対
応の検討を進めます。

関西舟艇利用振興対策連絡会議を開催し、プレジャーボート及び水上バイク等の利用に関する意見・情報の交換を行い
ました。

48

－　８　－ －　９　－

項　　　　目 達    成    状    況



 
交通環境対策アクションプラン 

 

 - 10 -

  

 

 １．低公害車の導入・普及促進・・・Ｐ１５～１７ 

      低燃費・低排出ガス認定車等に係る自動車グリーン税制（自動車税）及び昨年度から始まった 

自動車重量税・自動車取得税の減免を活用し、また、近畿低公害車導入促進協議会（構成員：国、 

地方自治体、関連団体、エネルギー供給者等）や自治体等の開催する環境啓発イベントに積極的 

に参画し、低公害車を広く一般にＰＲするとともに普及促進を図ります。 

 

 

 

 ２．エコ通勤の推進・・・Ｐ２４～Ｐ２５ 

   環境負荷の軽減や公共交通機関への利用転換を図る「エコ通勤」の推進に向けて、自治体及び

事業所を積極的に支援するとともに、国土交通本省が平成２１年６月に創設した「エコ通勤優良

事業所認証制度」により、今年度は15件の新規認証を目標として普及啓発に取り組みます。 

 

 

 

 ３．多様な関係者の連携による物流効率化事業の促進・・・Ｐ２７ 

   空港等の物流拠点周辺や都市部など物流が輻輳した地域等において、荷主、物流事業者、関係

自治体等、物流に係る多様な関係者が輸送ルートの集約、輸配送の共同化等、物流効率化対策を

連携して講じる取り組みを支援します。 

 

 

 

 ４．運送事業者のグリーン経営の推進・・・Ｐ２９ 

グリーン経営推進マニュアルを周知するとともに、運送事業者に対しグリーン経営認証制度の 

普及を図ります。今年度は、全業種で１５０事業所の認証、トラックについては、今後2年間で

運送事業者の10％に相当する事業所がグリーン経営認証を取得することを目指して、関係団体等

と連携して普及促進に努めます。 

 

 

 

５．内航船・旅客船に対する省エネ機器等の導入促進支援策の推進・・・Ｐ３０～Ｐ３１ 

   燃焼効率や推進効率を向上させる機器や運航効率を向上させる船体改造・改修など先進的な省

エネ化の取組を支援することで、フェリーなどの海上交通の低炭素化を促進します。 

なお、平成21年度 2次補正予算で新たに海上交通低炭素化促進事業費補助制度が設けられ、平

成22年度において事業執行することとなっています。 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度環境行動計画の重点事項
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 １．低公害車の導入・普及促進 

         低燃費・低排出ガス認定車等に係る自動車グリーン税制（自動車税）及び昨年度から始まっ

た自動車重量税・自動車取得税の減免を活用して、低公害車の普及促進を図りました。 

 

 

 
 

  

 

 

平成２１年度環境行動計画の重点事項への取り組み及び評価
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２．エコ通勤の推進 

各種協議会等の場において、エコ通勤の取り組みに対しＰＲを行った結果、エコ通勤に関する

意識が高く、エコ通勤に関する取組を自主的かつ積極的に推進している管内35事業所を「エコ通

勤優良事業所」として認証、登録を行うことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．多様な関係者の連携による物流効率化事業の促進 

大阪南港～関空間における輸配送の共同化に取り組む関空 ECO 輸送推進協議会の事業につい

て、適切な物流連携効率化推進計画の策定に向けて、必要な指導、助言、評価等を行いました。   

今後、当該地域以外の物流が輻輳した地域等において、物流事業者や荷主企業、関係自治体 

等物流に係る多様な関係者の連携による新たな取り組みを支援し、促進していくことが課題です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

府県 登録番号 事業所名 登録日 府県 登録番号 事業所名 登録日

1 京都 26-0001 株式会社京都衛生開発公社 H21.7.3 26 大阪 27-0022 （堺コンビナート）株式会社積水化成品堺 H21.9.30

2 京都 26-0002 株式会社はてな　本社 H21.8.31 27 大阪 27-0023 （堺コンビナート）ユーテック株式会社 H21.9.30

3 京都 26-0003 株式会社米田組 H21.10.30 28 大阪 27-0024 シャープ株式会社　八尾事業所 H21.11.30

4 京都 26-0004 亀岡市役所 H22.3.31 29 大阪 27-0025-1 株式会社キャットアイ　本社 H22.1.29

5 大阪 27-0001 堺市化学工業団地協同組合 H21.7.3 30 大阪 27-0025-2 株式会社キャットアイ　河南工場 H22.1.29

6 大阪 27-0002 大阪府池田市役所 H21.7.3 31 大阪 27-0026 シャープ株式会社　平野事業所 H22.3.31

7 大阪 27-0003 昭和電機株式会社　大東工場 H21.8.31 32 兵庫 28-0001 株式会社神戸製鋼所　加古川製鉄所 H21.7.3

8 大阪 27-0004 田辺三菱製薬株式会社　加島事業所 H21.9.30 33 兵庫 28-0002 兵庫県豊岡市役所 H22.1.29

9 大阪 27-0005 株式会社シマノ　本社 H21.9.30 34 奈良 29-0001 斑鳩町役場　本庁舎 H21.7.31

10 大阪 27-0006 大阪府摂津市役所 H21.9.30 35 奈良 29-0002 奈良交通株式会社　本社 H22.3.31

11 大阪 27-0007 （堺コンビナート）シャープ株式会社堺コンビナート建設推進本部 H21.9.30

12 大阪 27-0008 （堺コンビナート）シャープディスプレイプロダクト株式会社 H21.9.30

13 大阪 27-0009 （堺コンビナート）株式会社ＤＮＰカラーテクノ堺 H21.9.30

14 大阪 27-0010 （堺コンビナート）コーニングジャパン株式会社 H21.9.30

15 大阪 27-0011 （堺コンビナート）日本通運株式会社シャープ大阪事業所 H21.9.30

16 大阪 27-0012 （堺コンビナート）旭硝子株式会社関西工場堺出張所 H21.9.30

17 大阪 27-0013 （堺コンビナート）長瀬産業株式会社堺営業所 H21.9.30

18 大阪 27-0014 （堺コンビナート）ナガセケムテックス株式会社堺工場 H21.9.30

19 大阪 27-0015 （堺コンビナート）凸版印刷株式会社エレクトロニクス事業本部堺工場準備室 H21.9.30

20 大阪 27-0016 （堺コンビナート）株式会社関西エネルギーソリューション堺エネルギーセンター H21.9.30

21 大阪 27-0017 （堺コンビナート）栗田工業株式会社堺駐在所 H21.9.30

22 大阪 27-0018 （堺コンビナート）株式会社堺ガスセンター H21.9.30

23 大阪 27-0019 （堺コンビナート）大陽日酸株式会社堺浜ファインガスセンター H21.9.30

24 大阪 27-0020 （堺コンビナート）株式会社神鋼環境ソリューション高度処理水リサイクルセンター H21.9.30

25 大阪 27-0021 （堺コンビナート）小池産業株式会社 H21.9.30

京都 ４事業所
大阪 ２７事業所
兵庫 ２事業所
奈良 ２事業所
計 ３５事業所

関空～南港間における航空貨物の共同輸配送の取組み

（平成21年度物流連携効率化推進計画策定調査実施計画認定事業）

※物流連携効率化推進計画策定調査事業

貨物運送 事業者、荷主、地方公共団体等、物流に係る多様な関係者が連携の
うえ、協議会を設置 して、物 流の効率化に向けた推進計画 を策定するために行

う調査事業で、国の認定を受け、補助金を 交付する。

背景・目的

・大阪南港地区と関西国際空港地区間の輸送において、フォワーダー各社が個 に々配送しているため、特に関西空港貨物地区内において道路混
雑・荷扱い待ち等が発生し、ＣＯ２排出量が増加しているとともに、円滑な物流が阻害されている。

・景気低迷により国際航空貨物量は減小し、航空フォワーダー各社の配送トラックの積載率が低下している。

「物流連 携効率化 推進計画策 定調査実施 計画」の認定
(H21.6.16)を受 け、 事業を実 施

物流事業 者、荷主、 地方公共団 体等、物 流に係る多様な関係 者

からなる協議会 を設置し、解決 策を検討 。

名 称： 関空ECO輸送推進 協議会（事 務局 ：関西 国際 空港 株式 会 社）

委 員： 関西国際空港(株)、(株)阪急ｴｸｽﾌﾟﾚｽ、ｹｲﾗｲﾝﾛｼﾞｽ ﾃｨｯｸｽ(株)、

関空運 輸(株)、（社）関西経済連合会、大阪府、近畿運 輸局 ほか

関西国際空港（ＫＩ関西国際空港（ＫＩ
Ｘ）Ｘ）

共同輸配送共同輸配送
実施イメー実施イメー
ジジ

大阪南港大阪南港

輸送共同化輸送共同化

共 同輸配送
の 効果

積載効率の向上（積載重量比較で約１．９倍の効率向上）
トラック運行車両数の削減（約２２％の運行数を削減）
輸送コストの低減（ キロあたり平均8．5円）
CO2排出量の削減（約２０％の削減） など

今 後の課題 ・
方 向性

・事前物量の適確な把握、現場の運用方法に沿った工夫・改善

・積載効率（容積率）の向上

・参加企業の拡大に向けた取り組み（経済的メリットの拡大）

協議会概要

試験運行の実施結果等
試 験運行実施風景

（空港上屋における取卸作業）

輸配送 の共同化 により、 物流効率化 と環境 負荷の軽 減を図る。

（ Ｈ２１．５．１９ 設置 )

実 施時期及

び参 加者

・H21.8.27～9.16の期間中、土日を除く１５日間

・大阪南港に営業所を構えるフォワーダー１２社のうち、４社

・
・
・

・

試験運行結果（課題）をクリアするため、荷台ラックを活用したサービスの商品化として「スペース
チャーター便」を開発し、今後の本格的事業を展開する
（「関空物流ニュービジネス促進事業」（国際物流戦略チーム）として認定（H22.1.20)

＜今後の予定＞

協議 会 第１回（21.5.19） 第2回(21.7.28) 第3回（21.10.26) 第4回(22.3.18)
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 ４．省エネ運航等合理化・輸送サービス向上に向けた取り組み 

国土交通省海事局が実施する実証事業について、管内フェリー事業者への周知、連絡業務等

を分担し円滑な実証実験の実施に協力しました。当局所管の全フェリー事業者（４社）の協力

を得て、１０隻のフェリーで実証実験を実施しました。また、神戸運輸監理部管内内航運送事業

者１社に運航の効率化・高度化又は輸送サービスの向上等活性化に資する効果の高い取り組みに

ついて実証事業を行いました。 

 

省エネ運航等合理化支援・輸送サービス向上に向けた取組支援省エネ運航等合理化支援・輸送サービス向上に向けた取組支援省エネ運航等合理化支援・輸送サービス向上に向けた取組支援

１．概 要
国内海上輸送の運航の効率化・高度化、又は輸送サービスの向上等活性化に資

する効果の高い取組について実証事業を行い、その普及を図る。

２．事業内容の概要
◎ 国の行う実証事業（国10/10）
◎ ２０年度第２次補正予算が、短期間（３月下旬のみ）の執行だったため対

象外となった、当該期間外の造船所での改造・特別な改修等の先導的な取組、
輸送サービスの向上・ビジネスモデルの転換等の活性化に資する取組を推進。

○効率化の実証（運航費削減等）、活性化の実証（輸送サービスの向上等）

設備の例
(共有建造以

外を中心)

○燃焼効率向上装置、助燃剤
○プロペラ前部放射状型取付翼
○陸上電源供給設備
○主機排熱の船内発電への利用等

操船の例
(共有建造以

外を中心)

○経済運航となる速度管理
○各航行設備の操縦見直し
○AIS等IT化による高度化
(錯綜海域での速力向上)

輸送サービス
向上等の例

・燃焼効率向上装置

燃料油中に直接プラズマ
放電を起こし、燃焼効率
を高め、燃料費を節減

○ETCやICカード化、予約・運賃システムの高度化

○シャーシや特殊冷凍設備の導入による無人トラック航走へのビジネスモデル転換

○港湾と海上のIT化、RFID導入による貨物の随時追跡や入港・荷役時間の短縮化

○施設の共同利用、共同運航による効率化

○気密性の高いコンテナ等、性能の高いコンテナ導入による陸送から海運へのシフト推進

○高速道路料金引き下げの影響の特に大きい航路で、内航・フェリーに利用をシフトさせ

るための運賃・料金のあり方の検証

・プロペラ前部放射状型取付翼

プロペラに入る流れを整えてプ
ロペラ効率の向上、振動防止
を実現し、推進力を向上

 

 

 ５．低公害車普及促進対策 

    近畿低公害車導入促進協議会による啓発活動として、自治体等が開催する環境関係イベント

に参画し、低公害車の普及啓発活動を実施しました。 

これらの普及啓発活動を推進することにより、事業者や一般市民の低公害車に対する認識は

徐々に深まってきています。 
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  近畿運輸局及び神戸運輸監理部では、交通環境対策として、以下の４本の柱を軸に「近畿におけ

る交通環境対策アクションプラン」を策定し、積極的に取り組みを展開します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  なお、平成２２年度交通環境対策アクションプランについては、個別の施策について未確定の事

項があります。     

平成２２年度環境行動計画（交通環境対策の４本の柱）

 

・低公害車の普及等 

・連続立体交差化事業の推進 

・地域の公共交通の活性化・利用円滑化 

・低炭素地域づくりの推進 

・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰによる公共交通利用促進 

・エコ通勤の推進 

・グリーン物流の推進 

・環境に優しい事業運営の推進 

・総合学習等による啓発活動の推進 

・改正省ｴﾈﾙｷﾞｰ法による省ｴﾈ対策の推進 

 

・ＣＮＧﾄラック・バス等の導入促進 

・ＮＯｘ･ＰＭ法に基づく事業者指導の実施 

・ディーゼル車の点検の実施等 

・街頭検査の実施 

・国道４３号等の沿道における環境改善 

・船舶からの大気汚染物質の排出規制業

務の円滑な実施 

 

 

 

・自動車リサイクルの円滑な推進 

・ＦＲＰ船リサイクルの普及啓発 

 

 

 

 

 

 

・海洋汚染問題への取組の実施 

・プレジャーボート関係利用環境対策の 

推進 

 

 

 

Ⅰ．地球温暖化問題への取り組み

Ⅳ．海洋汚染対策・プレジャーボ

ート関係利用環境対策 

Ⅱ．大気汚染問題への取り組み 

Ⅲ．循環型社会の形成に向けた 

取り組み 
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  地球温暖化は全世界的な問題であり、早急な対策が必要である。 

 京都議定書目標達成計画（平成17年 4月策定、平成20年見直し）及び地球温暖化対策推進大綱(平

成 14年 3月）等に基づき、運輸部門においてもＣＯ２の削減が必要となっている。 

 このため、自動車グリーン税制の活用等により、低公害車の普及促進を図るとともに、公共交通機

関の利用促進及びモーダルシフト、物流の効率化等の施策の推進により、環境負荷の小さい交通体系

の構築を目指す一方、平成18年 4月 1日に施行された「エネルギー使用の合理化に関する法律の一部

を改正する法律」（改正省エネルギー法）に基づき、エネルギー使用の合理化を図る。 

 

 

１．自動車交通対策 

 

 （１）低公害車の普及等 

 

   ＜近畿地区における低公害車導入目標＞ 

       国土交通省、経済産業省及び環境省は、平成13年 7月に「低公害車開発普及アクションプラ

ン」を策定し、平成17年度末までに全国で1,000万台以上の低公害車を普及させることを目標

とした。これを受けて、近畿地区（近畿２府４県及び福井県）においては150万台以上を目標と

して「近畿低公害車導入促進協議会」を中心に普及活動に努めた結果、同年度末の低公害車保有

車両数は約190万台を記録し目標を達成した。 

    同協議会では、さらに低公害車の普及を推進するため、平成18年 6月の総会において、短期

目標として平成18年度末に 230万台、中期目標として平成20年度末に 300万台の近畿地区の低

公害車導入目標を設定し、普及活動を展開してきた。平成18年度末の実績は223万台と短期目

標に僅かに及ばなかったが、6 ヶ月遅れて平成 19 年 9 月末に達成することが出来た。また、平

成20年度末の実績は277万台と中期目標の300万台に及ばなかった。今後も、目標の達成に向

けて普及活動を強化していく必要がある。 

 

  低公害車 

   低公害車には次の種類がある。（低燃費かつ低排出ガス認定車を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．地球温暖化問題への取り組み
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① 自動車グリーン税制・自動車重量税等の減免の活用 

         低燃費・低排出ガス認定車等に係る自動車グリーン税制（自動車税）及び昨年度から始まっ

た自動車重量税・自動車取得税の減免を活用して、低公害車の普及促進を図る。 

 

 

自動車税
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  ② 近畿低公害車導入促進協議会による普及啓発活動の推進 

        近畿低公害車導入促進協議会（構成員：国、地方自治体、関連団体、エネルギー供給者等）        

において低公害車の普及・啓発活動、導入促進を図るとともに、自治体等の開催する環境啓発 

イベントに積極的に参画し、各種ツールにより低公害車を広く一般にＰＲする。 

  

  【平成 21年度の取り組み及び評価】 

    近畿低公害車導入促進協議会による啓発活動として、自治体等が開催する環境関係イベント

に参画し、低公害車の普及啓発活動を実施した。また、京都市で「交通エコロジー教室」を開催

し、天然ガストラックの紹介及びパネル展示、リーフレット、啓発グッズの配布を行った。 

これらの普及啓発活動を推進することにより、事業者や一般市民の低公害車に対する認識は

徐々に深まってきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【交通エコロジー教室】 
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（２）交通流対策 

 

     ① 連続立体交差化事業の推進 

        高架化が完成予定となっている事業への対応等、引き続き連続立体交差化事業を推進し、踏 

切の除去により周辺道路の渋滞緩和を図る。 

  

事 業 区 間 
路 線 名 

区 間 名 キロ数 

除去予定 

踏切数 
完成年度 

近鉄  奈良線 八戸ノ里～瓢箪山 3.3km 9 箇所 平成 23年度 

北助松～忠岡 2.4km 8 箇所 平成 27年度 南海  本線 

      本線 

      高師浜線 

浜寺公園～北助松 

羽衣～伽羅橋 

3.1km 

1.0km 
13 箇所 

平成 31年度 

阪急  京都線 

    千里線 

      京都線 

南方～上新庄 

天神橋筋六丁目～吹田 

東向日～桂 

3.3km 

3.8km 

2.0km 

6 箇所 

11箇所 

3箇所 

平成 37年度 

 

平成 27年度 

阪神  本線 

      本線 

住吉～芦屋 

甲子園～武庫川 

4.0km 

1.87km 

11 箇所 

6箇所 

平成 27年度 

平成 30年度 

山陽  本線 山陽明石～林崎松江海岸 1.9km 9 箇所 平成 24年度 

 

  【平成 21年度の取り組み及び評価】 

    平成 21年 8月 3日にＪＲ阪和線東岸和田駅付近高架化事業に対し鉄道施設変更認可を行い、7 

箇所の踏切を除去する予定となっている。また、関西線奈良駅付近において平成22年 3月に高

架化が完成し、6 箇所の踏切を除去することができた。連続立体交差化事業による踏切の除去

については、概ね計画どおり進捗しており周辺道路の渋滞等を緩和した。 

 

２．環境負荷の小さい交通体系の構築 

 

 （１）公共交通機関の利用促進 

        深刻化する都市の交通渋滞を緩和し、交通環境負荷を低減する等交通分野における諸問題を       

解決するため、マイカーから鉄道、バス等の公共交通機関への利用転換を促進するための取り       

組みを推進する。 

 

     ① 地域の公共交通の活性化・利用円滑化 

         地域再生の推進、急速な人口減少・高齢社会の到来、地球規模の環境問題といった我が国の       

主要な課題に的確に対応するとともに、「どこでも、誰でも、自由に、使いやすく」のユニバ        

ーサルデザインの考え方に基づく国民生活の質の向上を図るため、公共交通の維持、利便性向       

上等による公共交通の活性化・利用円滑化に向けた取組に対する総合的な支援を実施       

する。 

 

       1) 地域公共交通の活性化・再生の推進 

           地域の関係者が地域公共交通について総合的に検討し、地域のバス交通の活性化や地方     

鉄道の活性化など地域住民の移動手段の確保、都市部におけるバスの定時性・速達性の向
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上、乗継ぎの改善、ＬＲＴ（次世代型路面電車システム）やＢＲＴ（高次機能バスシステ

ム）の導入等、地域公共交通のあらゆる課題に対して、当該地域にとって地域の実情に応

じて最適な公共交通のあり方について合意形成を図り、合意に基づき各主体が責任を持っ

て事業を推進する取り組みに対して地域公共交通活性化・再生総合事業等により総合的に

支援する。 

      なお、近畿運輸局管内では、本年３月末までに５１地域において地域公共交通総合連携

計画が策定されている。（滋賀県7地域、京都府4地域、大阪府5地域、兵庫県15地域、

奈良県12地域、和歌山県8地域） 

１．地域公共交通活性化・再生総合事業
２２年度予算額

４０．２億円

◇ 鉄道、バス・タクシー、旅客船等の実証運行（航）
・ 鉄道の増便・ダイヤ変更等の実証運行
・ コミュニティバス・乗合タクシーの導入、路線バス活性化の実証運行
・ 空港アクセス改善（空港アクセスバスの実証運行等）
・ 旅客船の航路再編・増便・ダイヤ変更等の実証運航 等

◇ 車両関連施設整備等
・ バス車両購入費、車両・船舶関連施設整備、バス停等待合環境整備、

デマンドシステムの導入、ＬＲＶ（低床式軌道車両）の導入 等

◇ スクールバス、福祉バス等の活用
◇ 乗継円滑化等

・ 乗継情報等の情報提供、ＩＣカード導入、Ｐ＆Ｒ・Ｃ＆Ｒの推進 等

◇ 公共交通の利用促進活動等
・ レンタサイクル、イベント、広報、乗継割引運賃・周遊切符等の

システム設計 等

◇ 新地域旅客運送事業の導入円滑化
◇ その他地域の創意工夫による事業

（例） 地域公共交通活性化・再生総合事業計画 （３年）

地域公共交通活性化・再生法の目的を達成するため、同法を活用し、地域の多様なニーズに応えるために、鉄道、バス・タクシー、旅客
船等の多様な事業に取り組む地域の協議会に対し、パッケージで一括支援することにより、地域の創意工夫ある自主的な取組みを促進す
る。

＜制度の特徴＞
【計画的取組の実現】

・計画に対する補助で、計画的な事業実施が可能

【協議会の裁量確保】
・事業をパッケージで一括支援
・メニュー間、年度間における柔軟な事業の実施

【地域の実情に応じた支援の実現】
・地域の実情に応じた協調負担の実現

【事業評価の徹底】
・成果を事後評価し、効率的・効果的な事業実施を確保

＜補助率等＞

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 （平成１９年１０月１日施行）

・ 協議会の参加要請応諾義務
・ 計画策定時のパブリックコメント実施
・ 計画作成等の提案制度
・ 協議会参加者の協議結果の尊重義務

地域公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進するための計画

市町村が策定

市町村 公共交通事業者 地元企業 住民

商店街の人々 ＮＰＯ等住民団体 等学校・病院等

取組支援

＜制度の特徴＞

法定協議会

地域公共交通総合連携計画（法定計画）

うち協議会が取り組む事業

地域公共交通活性化・再生総合事業による支援

策定支援
①「地域公共交通総合連携計画」

（法定計画）策定経費 定額

②総合事業計画に定める事業に
要する経費

・実証運行（航） １／２
・実証運行（航）以外の事業 １／２ ※

※政令市が設置する協議会の取り組む
事業 １／３

協議会が策定

1  

【平成21年度の取り組み及び評価】 

      地域公共交通活性化・再生を推進する取り組みへの支援については、平成21年度中に新

たに15地域にて検討・合意形成のうえ、地域公共交通総合連携計画が策定され、地域公共

交通総合連携計画が策定された地域のうち35地域において、コミュニティバスの実証運行、

地方鉄道の活性化、公共交通利用促進など地域公共交通活性化・再生に向けた取り組みが実

施されている。 

また、地方運輸局が主体となって地域関係者間でのコンセンサスづくり、取り組みの具体

化、実現を図る「公共交通活性化総合プログラム」については、7 地域での取り組みを支援

した。 

 

     ② 低炭素地域づくり面的対策推進事業の推進 

環境省と連携して、公募により選定されたモデル地域において、公共交通の利便性向上策や、

未利用エネルギーや再生可能エネルギーの活用等の面的な対策について、ＣＯ２削減シミュレ

ーションを通じ、実効性の高いＣＯ２削減目標を掲げた低炭素地域づくり計画の策定を支援す

る。 
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低炭素地域づくり面的対策推進事業

【目的】 自動車交通需要の抑制、公共交通の利便性の向上、未利用エネルギーや自然資本の活用により、都市構
造や社会資本などの既存の「まちのかたち」そのものを低炭素型に変え、低炭素社会のモデルとなる地域づくりを
実現する。
－ 歩いて暮らせる拠点集約型地域・都市構造の構築

－ 風の道の確保や再生可能エネルギーの集中導入等、市街地再編に併せた徹底的な低炭素化

低炭素地域づくり計画

◆CO2削減目標の設定
◆目標達成のための施策

・自動車交通需要の抑制策
・公共交通機関の利便性向上策
・効率的な土地利用の促進策
・未利用エネルギーや再生可能エネルギーの活用
・エネルギーの効率的利用の促進策

・自然資本の活用による低炭素化 等

地球温暖化対策地域協議会
地方公共団体・交通事業者・大規模商業施設・地域住民 等

環境省 国土交通省支援 助言

＜22年度予算＞
◆委託 3.1億円

・委託先：地域協議会又は地域協議
会に参画する民間事業者

◆補助金 3.2億円
・交付先：当該計画や地方公共団体
実行計画又は環境モデル都市に

位
置づけられた事業の実施者

・負担割合：１／２（最長3年）

CO2
削減
目標
の
設定

CO2 
削減
シミュ
レー
ション
の実
施

複数施
策を面的
に盛り込
んだ低炭
素地域
づくり計
画を策定

以降次年度初年度

計画に
位置づ
けられ
た面的
な対策
の実施

【背景】 地球温暖化対策推進法改正（平成20年6月）

○地方公共団体実行計画に以下について盛り込む

・自然エネルギー導入の促進

・事業者、住民による省エネその他の排出抑制の推進

・公共交通機関、緑地その他の地域環境の整備・改善 等

○都市計画や農業振興地域整備計画などの施策の実施に反映

高知市 前橋市

拠点集約型の都市のほうが運輸旅客部門の1人当たりCO2排出量が少ない

ICカード導入とCO2削減量の見える化

による公共交通機関の利用促進
コミュニティ・サイクルや
カーシェアリングの導入

トランジットモールやパークアンド
ライドの導入

再開発を機とした地域冷暖房
の導入

風の通り道や地域冷熱源と
なる緑地の確保

太陽熱供給システムを導入
した集合住宅の整備

0.87t-CO2/人 1.21t-CO2/人

※濃い色のほうが
人口密度が高い

（平成18年版

環境白書より）

（22年度予算額630百万円、21年度予算額950百万円）

 

 

【平成 21年度の取り組み及び評価】 

＜継続事業＞ 

・京都都市圏（京都府）：かしこくクルマを利用するための情報提供、職場MMの実施、カー 

シェアリング、EVの普及等低炭素地域づくりの推進について支援を行った。 

・尼崎市（兵庫県）：自動車から公共交通利用転換を図るため、バス乗り継ぎ情報の提供等CO2

削減シミュレーションの実施について支援を行った。 

・堺市（大阪府）：地元住民や大学、行政、民間企業など多様な主体が連携し、低炭素地域の

転換を図るための計画の策定について支援し、取組が着実に進められた。 

 

＜新規事業＞ 

・神戸市西区（兵庫県）：西神ニュータウンや大規模工業団地を対象にコミュニティサイクル、

送迎バスの導入検討や実証事業により低炭素地域づくりを推進するため支援し、取組が着実

に進められた。 

・大阪中之島（大阪府）：大阪中之島にある行政、民間企業、大学、市民が連携し、交通・エ

ネルギー・自然資本の各分野での対策を推進し、大都市中心部における低炭素地域モデル実

現のための計画策定について支援し、取組が着実に進められた。 

・池田市（大阪府）：事業者や居住者・転入者を対象にMM及び公用車を活用したカーシェアリ

ングの可能性を検証し、渋滞緩和と低炭素地域づくりを推進する計画の策定について支援し、

取り組みが着実に進められた。 
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③ バリアフリー施策の推進 

     平成 18年 12月 20日に施行されたバリアフリー新法に基づき、旅客施設、道路、建物等の

一体的・総合的なバリアフリー化の取り組みを引き続き進めていく。 

    

       1) 旅客施設、バス車両等のバリアフリー化 

       交通事業者による鉄軌道駅等の旅客施設、バス車両等のバリアフリー化をより一層推     

進する。 

      なお、鉄軌道駅については、交通施設バリアフリー化設備等整備費補助金等により、エレ

ベータの設置等によるバリアフリー化を推進する。また、バリアフリー新法に基づく基本方

針に定められている整備目標年の平成22年末までに、順次、鉄道事業者との調整、ならび

に関係自治体との連携を図りながら整備を促進していく。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

旅客施設、とりわけ鉄道駅については、全事業者を対象とした聞き取り調査を実施し、平

成22年の目標年度を迎える中で、整備困難駅等の問題点が整理できた。また、バス車両等

のバリアフリー化は、公共交通移動円滑化設備整備費補助制度の助成により整備が進んだ。 

以上により、近畿圏のバリアフリー化は、その他の大都市圏と比べても進んでいるが、目

標達成に向け更なる取り組みが必要である。 

 

        2) 基本構想策定支援 

        市町村における基本構想策定協議会への参画、基本構想作成セミナー開催等により、基本

構想策定を積極的に支援する取り組みを引き続き進めていく。 

 

【平成 21年度の取り組み及び評価】 

新たに平成21年度は４構想（枚方市、守口市、八幡市、安土町）が策定された。また、 

平成 22 年 3 月 10 日、大阪市（4 局合同）において、バリアフリーなまちづくりを考える

つどいを開催した。守口市、富田林市、河内長野市、京田辺市、八幡市、橿原市、葛城市、

草津市、大津市、安土町の基本構想策定協議会へ参画し、また、基本構想が未策定の泉大

津市、南丹市、栗東市、広川町にプロモート活動を実施し、基本構想策定促進について積

極的に働きかけを行った。現状においても、基本構想を策定していない自治体が多く､今後

とも基本構想策定協議会への参画や支援セミナーの開催等、積極的な支援をより一層進め

る必要がある。 

  

     3) バリアフリー教室の開催 

            高齢者・障害者等の擬似体験、介助体験等を通じて、お年寄りやお身体の不自由な方を 

サポートする「心のバリアフリー」を広げるため、近畿全府県でバリアフリー教室を開催 

する。また、神戸運輸監理部も平成21年度と同様にバリアフリー教室の開催に取り組み、 

多くの人に心のバリアフリーについての啓蒙を行う。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

      （近畿運輸局） 

     H21.11.24 大阪府枚方市(近畿地方整備局近畿技術事務所）  18名 
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     H21.12. 9 京都府宇治市(宇治平等院参道）        32 名 

       H21.11. 7 西宮市（阪神西宮駅）                       42 名 

      H21.11. 5 奈良県大和郡山市(大和郡山市立片桐西小学校）  91名 

       H21. 6.29 滋賀県高島市(高島市立高島小学校）      63 名 

       H21.11.10 和歌山県海南市(海南市立北野上小学校）     22 名 

      H22. 2.23 和歌山県海南市(海南市立南野上小学校）     18 名 

     （神戸運輸監理部） 

     H21. 7.17 神戸市(神戸港高浜岸壁及び「コンチェルト」船内）     38 名 

       H21.11.27 神戸市(阪九フェリー船内）           63 名 

       H22. 3.11 姫路市(姫路港湾合同庁舎及び姫路港旅客船ターミナル周辺）    25 名 

 

各運輸支局主導のもと、宇治市、海南市など、近畿２府４県でバリアフリー教室を７ヶ所

で開催することができた。また、平成21年度は初めて近畿地方整備局と共催で開催し福祉

タクシーへの乗降体験など、開催内容について、各運輸支局において開催場所や対象者等に

工夫された取り組みが展開できた。神戸運輸監理部では、バリアフリー教室を３回開催した

ことにより、１２６名に心のバリアフリーについて啓蒙することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 交通のバリアフリー化に貢献のあった方々に対する顕彰 

         バリアフリー化に関する優れた取り組みを広く普及させるとともに、これらの諸活動を奨

励するため、近畿運輸局長及び神戸運輸監理部長によるバリアフリー化推進功労者表彰を行

う。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

平成21年 9月 4日、平成21年度近畿運輸局バリアフリー化推進功労者表彰として、柏原

市、北大阪急行電鉄(株)、新日本海フェリー(株)、南海電気鉄道(株)を表彰し広くその功績

を紹介し称えることができた。また、南海電気鉄道(株)が、国土交通大臣から、第3回国土

交通省バリアフリー化推進功労者表彰を受賞することができた。 

 

    5）その他 

     「交通消費者行政（連絡）会議」 

      平成 22年度からは、原則バリアフリーを中心としたテーマで会議を開催する。会議の企

自治体

交通事業者

福祉団体等

障害者団体等

バリアフリー
教室

駅施設を利用して高齢者

及び障害者等の擬似体験、
介助体験を実施。

講師

アドバイザー

協力

施設・車両

交通バリアフリーへ
の理解を深める

「心のバリアフリー」を広げる

近畿運輸局 バリアフリー教室
―お手伝いしましょうか―
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画運営は、地域毎の特性を見極め本局・支局が協議して開催地を定め、各支局隔年開催 

を目標に年3箇所程度の開催とする。 

 

【平成 21年度の取り組み及び評価】 

近畿運輸局交通消費者行政会議等を近畿全府県で開催 

平成２０年度まで、交通アドバイザー会議を開催していたが、平成２１年度は新たに、交

通施策全般に係る利用者・消費者のニーズを把握するため、近畿全府県で近畿運輸局交通消

費者行政会議等を開催し、その総括にあたる近畿運輸局交通消費者行政連絡会議でそのとり

まとめを行い、関係部局へ報告した。 

 

 

  ※段差解消とは、バリアフリー新法に基づき移動経路の幅、傾斜路、エレベーター、エスカレー 

ター等の適合をいう。 

 

 

（２）モビリティ・マネジメントの推進 

 

① モビリティ・マネジメント施策（ＭＭ施策）の推進 

        環境負荷の軽減や公共交通機関への利用転換等、ＭＭ施策に係る期待は大きくなっている。

今後、新たにＭＭ施策を検討しようとする自治体等が増加すると考えられることから、『関西

モビリティ・マネジメント研究会』を通じ、自治体、ＮＰＯ等からの取り組み事例報告等情報

交換を行うことにより、より効果的な施策が展開できるよう積極的な支援を行う。 
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【平成21年度の取り組み及び評価】 

平成 22年 1月 25日「地域公共交通活性化・再生セミナー」において、京都市におけるＭＭ

の推進についての事例を報告し、情報の共有を図った。環境負荷の軽減や公共交通機関への利

用転換等ＭＭ施策に係る期待は大きくなっており、自治体やＮＰＯ等からの取り組み事例報告

等さらなる情報交換を行う必要がある。 

 

② エコ通勤の推進（職場交通マネジメントの推進） 

環境負荷の軽減や公共交通機関への利用転換を図る「エコ通勤」の推進に向けて、自治体及

び事業所を積極的に支援するとともに、国土交通本省が平成２１年６月に創設した「エコ通勤

優良事業所認証制度」により、今年度は15件の新規認証を目標として普及啓発に取り組みます。 

自宅・社宅・寮 等

オフィス、工場等

「エコ通勤」

の実施

・渋滞の発生
・周辺環境の悪化

・交通事故

自宅・社宅・寮 等

社宅・寮 等

自宅 等 自転車

オフィス、工場等

鉄道駅 等

通勤電車

通勤バス

取組前 取組後

③の「具体的取組み」とは
以下のいずれかを実施していること

ア．コミュニケーションアンケートの実施
（個々の従業員の交通行動の転換を促すこ
とをねらいとしたアンケート）

イ．①従業員に対するエコ通勤の呼びかけ
（例：公共交通情報の提供、チラシ
の配布、等）

②その他エコ通勤に資する取組み
（例：エコ通勤を促す通勤制度、自転車

通勤の奨励、等）

※ア及びイ．①については、原則、過去１年
以内の取組み、イ．②については、申請時
も継続している取組みが対象となる。

エコ通勤優良事業所認証制度

認証機関：公共交通利用推進等マネジメント協議会
有効期間：２年（１年ごとに取組み状況を報告）

２回（２年分）の報告内容により、有効期間を２年延長
申請窓口：近畿運輸局交通環境部環境課

認証対象：以下の基準を満たした事業所（行政機関を含む）
①エコ通勤推進担当者が指名されていること
（ ②・③・④の取組みの実施を統括し、取組みの円滑な推進を図る者とする）

②従業員の通勤実態を把握していること
（クルマだけで○人 鉄道・バスを使って○人 バイクだけで○人 自転車だけ
で○人 徒歩だけで○人等）

③エコ通勤に関する具体的な取組みを実施していること
④エコ通勤プランが作成されていること
（エコ通勤プランは、通勤の現状と、申請後２年程度の取組みの目標と内容等
を盛り込んで作成する（様式２））

・認証にかかる費用は無料です

・認証を受け、登録された事業所の情

報はホームページ等で公表します

・登録事業所には登録証が送付され、
ロゴマークの使用が認められます

・報告されたＣＯ２削減量は京都議定書
目標達成計画の実施報告に算入させ
ていただきます

④の「エコ通勤プラン」（例）

１．通勤の現状
当事業所は○○駅から２ｋｍの位置にあり、また駅

からはバス路線が存在する。そのような立地条件に
あるが、○割の従業員がマイカーで通勤している。
２．取組みの目標

・マイカー通勤者を、２年間で○人まで減らす
・マイカー通勤者の○割が、月１回以上のエコ

通勤を実施する
・○○社宅に導入している通勤バスを既に全

居住者が利用しており、引き続き現在の水
準を維持する

３．今後の取組み
・従業員に公共交通の時刻表や路線図を提

供する
・半年に１度、エコ通勤や健康増進を目的とし

た講習会を実施する
・周辺事業所と連携し、通勤バスの共同運行

を検討する

申請窓口・問い合わせ先

近畿運輸局交通環境部環境課
℡０６－６９４９－６４６６

メールアドレス：ko-koukan@kkt.mlit.go.jp
参考url：http://www.ecomo.or.jp/index.html

（交通エコロジー・モビリティ財団）

・エコに関する意識が高く、エコ通勤を積極的に推進する事業所を認証する制度です

・エコ通勤とは、従業員の通勤手段をマイカーから公共交通や自転車などに転換することを促す取組みです

平成２１年度創設
随時申請募集中
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【平成21年度の取り組み及び評価】 

    各種協議会等の場において、エコ通勤の取り組みに対しＰＲを行った結果、エコ通勤に関す

る意識が高く、エコ通勤に関する取り組みを自主的かつ積極的に推進している管内35事業所

を「エコ通勤優良事業所」として認証、登録を行うことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）モーダルシフト、物流の効率化等 

     物流分野における環境負荷を低減させるため、以下の施策を推進する。 

 

    ① グリーン物流パートナーシップ推進事業の促進 

      平成 18年度よりスタートしたグリーン物流パートナーシップ推進事業（普及事業）につい

て、引き続き「関西グリーン物流パートナーシップ会議」等を通して、普及促進に取り組み、

今年度は5件の推進決定を目標とする。 

         また、荷主企業と物流事業者の協働によるCO2排出削減プロジェクトに対し、鉄道・海上輸

送へのモーダルシフト等、より環境負荷の軽減に効果のある事業の推進に重点を置き取り組

む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府県 登録番号 事業所名 登録日 府県 登録番号 事業所名 登録日

1 京都 26-0001 株式会社京都衛生開発公社 H21.7.3 26 大阪 27-0022 （堺コンビナート）株式会社積水化成品堺 H21.9.30

2 京都 26-0002 株式会社はてな　本社 H21.8.31 27 大阪 27-0023 （堺コンビナート）ユーテック株式会社 H21.9.30

3 京都 26-0003 株式会社米田組 H21.10.30 28 大阪 27-0024 シャープ株式会社　八尾事業所 H21.11.30

4 京都 26-0004 亀岡市役所 H22.3.31 29 大阪 27-0025-1 株式会社キャットアイ　本社 H22.1.29

5 大阪 27-0001 堺市化学工業団地協同組合 H21.7.3 30 大阪 27-0025-2 株式会社キャットアイ　河南工場 H22.1.29

6 大阪 27-0002 大阪府池田市役所 H21.7.3 31 大阪 27-0026 シャープ株式会社　平野事業所 H22.3.31

7 大阪 27-0003 昭和電機株式会社　大東工場 H21.8.31 32 兵庫 28-0001 株式会社神戸製鋼所　加古川製鉄所 H21.7.3

8 大阪 27-0004 田辺三菱製薬株式会社　加島事業所 H21.9.30 33 兵庫 28-0002 兵庫県豊岡市役所 H22.1.29

9 大阪 27-0005 株式会社シマノ　本社 H21.9.30 34 奈良 29-0001 斑鳩町役場　本庁舎 H21.7.31

10 大阪 27-0006 大阪府摂津市役所 H21.9.30 35 奈良 29-0002 奈良交通株式会社　本社 H22.3.31

11 大阪 27-0007 （堺コンビナート）シャープ株式会社堺コンビナート建設推進本部 H21.9.30

12 大阪 27-0008 （堺コンビナート）シャープディスプレイプロダクト株式会社 H21.9.30

13 大阪 27-0009 （堺コンビナート）株式会社ＤＮＰカラーテクノ堺 H21.9.30

14 大阪 27-0010 （堺コンビナート）コーニングジャパン株式会社 H21.9.30

15 大阪 27-0011 （堺コンビナート）日本通運株式会社シャープ大阪事業所 H21.9.30

16 大阪 27-0012 （堺コンビナート）旭硝子株式会社関西工場堺出張所 H21.9.30

17 大阪 27-0013 （堺コンビナート）長瀬産業株式会社堺営業所 H21.9.30

18 大阪 27-0014 （堺コンビナート）ナガセケムテックス株式会社堺工場 H21.9.30

19 大阪 27-0015 （堺コンビナート）凸版印刷株式会社エレクトロニクス事業本部堺工場準備室 H21.9.30

20 大阪 27-0016 （堺コンビナート）株式会社関西エネルギーソリューション堺エネルギーセンター H21.9.30

21 大阪 27-0017 （堺コンビナート）栗田工業株式会社堺駐在所 H21.9.30

22 大阪 27-0018 （堺コンビナート）株式会社堺ガスセンター H21.9.30

23 大阪 27-0019 （堺コンビナート）大陽日酸株式会社堺浜ファインガスセンター H21.9.30

24 大阪 27-0020 （堺コンビナート）株式会社神鋼環境ソリューション高度処理水リサイクルセンター H21.9.30

25 大阪 27-0021 （堺コンビナート）小池産業株式会社 H21.9.30

京都 ４事業所
大阪 ２７事業所
兵庫 ２事業所
奈良 ２事業所
計 ３５事業所

■ モーダルシフトや物流効率化を推進するためには、荷主企業と物流事業者の立場の違いの克服が課題。両者協働で行うプロジェクト
を支援する「グリーン物流パートナーシップ会議」を平成１７年４月に設立し、荷主・物流事業者の協働・連携による取組みを支援。

グリーン物流パートナーシップ推進事業

主催：JILS・日本物流団体連合会・経済産業省・国土交通省 協力：日本経済団体連合会

グリーン物流パートナーシップ会議（世話人：一橋大学 杉山学長）平成１７年４月設立

会員会員 物流事業者・荷主企業・各業界団体・シンクタンク・研究機関・地方支分部局・地方自治体・個人物流事業者・荷主企業・各業界団体・シンクタンク・研究機関・地方支分部局・地方自治体・個人 等等

事業推進委員会政策企画委員会
●グリーン物流パートナーシップ会議全体のマネジメント
●企業啓発や広報戦略等に関する政策的な観点からの企画・立案

●普及事業の選定(推進決定)、表彰案件の選定
●推進決定事業のフォローアップを通した政策提言

約3000の企業・団体等が会員登録
（H21.9現在）

トラ ック 輸送効率化（共同輸配送等） 鉄道・海運へのモーダルシフト 拠点集約による物流効率化

※平成20年秋より組織改編

グリーン物流パートナーシップ会議の活動内容グリーン物流パートナーシップ会議の活動内容
■荷主･物流事業者の協働によるCO2排出削減プロジェクトへの支援

普及事業普及事業【【設備導入補助設備導入補助】】
（補助率1/3･NEDO）

◎CO2排出量削減を実証的に行う事業を支援

■CO2排出量算定方法の標準化

■グリーン物流の普及拡大に向けた広報・企画等

・「ロジスティクス分野におけるCO2排出量算定方法共同ガイドライン」を作成。

・「グリーン物流パートナーシップ会議」を開催、優良事例の紹介や優良事業者への表彰式を実施。（第８回会議を平成2１年 12月 1０日に開催）

・優良事業への大臣表彰・局長級表彰制度を創設。
・シンボルマーク・ロゴマークの作成。

3
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 【平成 21年度の取り組み及び評価】 

    平成２１年４月２７日に「関西グリーン物流パートナーシップ会議」を開催し、１次募集に

かかる申請案件２件について評価を行うとともに、中央のパートナーシップ会議に推薦し全て

推進決定を受けた。また、２次募集には１件の申請があり、これについても推進決定を受け、

合計３件の推進事業に取り組んだ。次年度は、より多数の推進決定に向けて周知活動の早期着

手、モーダルシフト等環境面での優位性のＰＲを重点的に取り組む。 

 

② グリーン物流セミナーの開催 

             鉄道及びフェリー・ＲＯＲＯ船へのモーダルシフトを中心としたグリーン物流パートナーシ 

ップ推進事業の促進を図るため、関係団体、フェリー船社、鉄道事業者等と連携し、モーダル 

シフトの事例紹介や荷役作業の見学に加え、参加企業とフェリー船社等の意見交換会や相談会 

を組入れたグリーン物流セミナーを２回程度開催する。 

 

【平成 21年度の取り組み及び評価】 

    平成２１年７月３日に、フェリー・ＲＯＲＯ船へのモーダルシフト促進を目的としたセミナ

ーを開催し、８１団体、１５０名の参加があった。また、平成２１年１１月９日には、鉄道へ

のモーダルシフト促進を目的としたセミナーを開催し、６３団体、１２０名の参加があった。 

    鉄道及びフェリー・ＲＯＲＯ船へのモーダルシフトの事例紹介や鉄道貨物ターミナル駅構内

及びフェリー船内における荷役作業の見学などを通じて、多くの荷主企業や物流事業者の方に

グリーン物流パートナーシップ推進事業の必要性について理解を得ることができた。 

     今後は、セミナーに参加した荷主企業と鉄道事業者又はフェリー船社とをどのようにマッチ

ングさせるかが課題である。 

 

    ③ 流通業務総合効率化事業の推進 

        関西圏において効率的で環境負荷の小さい物流の構築に向けて、「流通業務の総合化及び効

率化の促進に関する法律」に基づく流通業務効率化計画の認定及び普及を中心に取組み、昨年

度以上の認定を目指す。 

 

○ＣＯ２排出量が２割程度
削減

○物流部門におけるＣＯ２排
出量削減に寄与

○総合物流事業の展開による
国際競争力の強化

○物流拠点施設の集約化や
配送ネットワークの合理化等に
より、コストを２割程度削減

法律の概要
非効率的な物流 効率的で環境負荷の小さい物流

支援措置

○事業許可等の一括取得
倉庫業・貨物自動車運送事業・

貨物利用運送事業の許可等のみ
なし

○物流拠点施設に関する税制特例
法人税・固定資産税等の特例（営業倉庫等）

○立地規制に関する配慮
市街化調整区域における施設整備のための開
発許可についての配慮

○資金面等の支援
中小企業信用保険の保険限度額の拡充

○政策金融
中小企業金融公庫等による低利融資
中小企業基盤整備機構等による高度化融資

物流事業の総合的実施の促進 社会資本と連携した物流拠点施設の整備 中小企業者等に対する支援

○低未利用地の活用（工業
団地、流通業務団地）

○物流拠点施設における地
域雇用の創出

環境負荷の低減物流改革の推進 地域の活性化

小売店

工場

物流拠点
施設

輸入

＜基本方針＞
○輸配送・保管・流通加工を総

合的に実施すること
○物流拠点を集約化し、高速

道路・港湾等の近傍への立
地を促進すること

○共同輸配送等による配送
ネットワークを合理化すること

等

総合効率化計画の基本方針適合性等を審査→認定

工場 小売店荷捌き用上屋

流通加工場

従来型倉庫

・１７年１０月１日施行
・２２年３月末日現在

全国 １４０件 認定
近畿 １９件 認定

実 績
効 果

＜総合効率化計画＞
○流通業務総合効率化事業

の目標、内容、実施時期、
物流拠点施設の概要、必要
な資金の調達方法を記載

○ＣＯ２排出量の削減効果を
（計画実施前との比較が
可能な場合には）定量的に

記載

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の概要流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の概要流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の概要
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【平成21年度の取り組み及び評価】 

    「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」に基づく流通業務効率化計画の認定を計

７件（近畿４件、神戸３件）行い、事業の推進を図った。  

 

④ 多様な関係者の連携による物流効率化事業の促進 

    「物流連携効率化推進事業費補助金」制度を活用し、物流拠点周辺や都市部など物流が輻輳

した地域等において、物流事業者や荷主企業、関係自治体等多様な関係者が連携して取り組む

輸送ルートの集約、輸配送の共同化、モーダルシフトの推進等物流効率化対策を支援、促進し

ていく。 

物流連携効率化推進事業費補助金

■ 物流事業者、荷主企業、関係自治体等、物流に係る多様な関係者の連携による輸配送の共同化、モーダルシフト

の推進等、物流効率化の推進を支援する制度。

【【都市内物流都市内物流】】 【【モーダルシフトモーダルシフト】】

①持ち込み

各家庭へ宅配便を配達各家庭へ宅配便を配達

②仕分けをして
ｴｺｶｰｺﾞｽﾃｰｼｮﾝへ

③荷捌きし、
各店舗へ集配

エコカーゴステーションエコカーゴステーション

取組の例取組の例

共同集配送センター共同集配送センター

【【物流拠点周辺物流拠点周辺】】

車載システム車載システム

カメラ等により施設内及
びその周辺の混雑状況
をモニターし、状況をみて
施設に向かうよう誘導

併せて、輸送のあり方についてのルール化併せて、輸送のあり方についてのルール化

待機場待機場

物流施設物流施設
カメラカメラ

施設入場車両の管理

ゲートゲート

環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物

輸送・内航海運の活用により、輸送機関の転換を

図る取組みを支援。

物流連携効率化推進計画物流連携効率化推進計画物流連携効率化推進計画

物流の連携及び効率化を推進するための計画物流の連携及び効率化を推進するための計画

◆◆ 計画に位置付けられる事業の例計画に位置付けられる事業の例 地域の関係者から構成される地域の関係者から構成される協議会協議会

において、物流連携効率化に向けたにおいて、物流連携効率化に向けた

計画を策定・実施計画を策定・実施

新支援制度による支援新支援制度による支援新支援制度による支援

■計画策定経費■計画策定経費 （定額）（定額）
--協議会開催費、調査費等協議会開催費、調査費等

■計画に定められた事業に係る経費■計画に定められた事業に係る経費
--実証運行１／２実証運行１／２
--実証運行以外１／２実証運行以外１／２

（都道府県・政令市１／３）（都道府県・政令市１／３）

○輸配送の共同化○輸配送の共同化
○輸送ルートに係る混雑状況の情報提供○輸送ルートに係る混雑状況の情報提供
○モーダルシフトの推進○モーダルシフトの推進 等等

多様な関係者の連携による物流効率化の取組み

施設管理者

関係自治体物流事業者

荷主企業

（２２年度予算：９０百万円）

 

 

 【平成 21年度の取り組み及び評価】 

   事業公募の結果、関空ECO輸送推進協議会より応募があり、平成２１年６月１６日付けで物

流連携効率化推進計画策定調査事業として認定を行い、同年７月２９日付けで補助金の交付決

定を行った。大阪南港～関空間における輸配送の共同化に取り組む関空ECO輸送推進協議会の

事業について、適切な物流連携効率化推進計画の策定に向けて、必要な指導、助言、評価等を

行った。今後、当該地域以外の物流が輻輳した地域等において、引き続き支援していくことが

課題である。 

 

     ⑤ ３ＰＬ（サード・パーティ・ロジスティクス）事業の促進及び人材育成の推進 

         ３ＰＬ事業に携わる関係者と意見交換の場を持つとともに、引き続き、倉庫協会、物流団体

等が開催する講演会や研修会等において講師を派遣する等、各機会を活用して３ＰＬ事業促進

のためのガイドラインの周知、３ＰＬ事業の推進や人材育成等に取り組む。 
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【平成 21年度の取り組み及び評価】 

     倉庫管理主任者講習会及び研修会、(社)日本ロジスティクスシステム協会他主催の物流講演

会等、倉庫協会、物流団体等が開催する講演会や研修会などに講師を派遣し、３ＰＬ事業促進

のための各種ガイドラインの説明や事業の推進及び人材育成の必要性についての講演等を行っ

た。今後、３ＰＬ事業に携わる関係者の円滑な連携と事業促進の環境整備が課題である。 

 

  ⑥営業倉庫における省エネ設備・技術の導入促進（新規） 

    ＮＥＤＯ（独立行政法人新エネルギー・産業技術開発機構）のエネルギー使用合理化事業者

支援事業による補助金制度について、機会ある毎に周知を行い、営業倉庫等における照明機器・

変圧器等の省エネ設備及び機器の導入を積極的に支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11

営業倉庫における省エネルギーの取組

省エネ設備・技術導入の支援のイメージ

営業倉庫に供する施設に現に設置されている設備を省エネ化する事業のうち、省エネ効率が高く、費用対効果に優れているものと認められる事

業に対し、総事業費の１／３を補助。
（補助実施主体：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（「ＮＥＤＯ」）事業名：「エネルギー使用合理化事業者支援事業）

増防熱

ドッグシェルター

△

荷捌室

8 M

事務所棟

デフロスト水槽

流通加工・荷捌室

照明器具

垂直搬送機

ﾌｫｰｸﾘ ﾌﾄ

防熱扉

ｴｱ･ｶｰﾃﾝ

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

CP

変圧器

冷却関連設備

スケール除去装置

8

冷蔵 倉庫 -2 5℃

△
H

移動式密集棚

自動化倉庫等 無人搬送車

作業用照明等

冷凍機

送風機
冷蔵 倉庫 -2 5℃

増
防
熱
工
事

照明器具

蒸発式 凝 縮器

空 冷コ ンデンサー

営業倉庫における省エネ設備・技術導入支援

環境配慮型施設の取組事例 緑 化

●株式会社住友倉庫 大阪・南港東倉庫

（環境負荷低減対策）

①太陽光発電システム ②緑 化

屋上： 1,400㎡、地上：2,850㎡

発電能力：300kw（年間 30万 kw）

設置面積：2,000㎡

年間 96. 6tのCO2削減を達成

太陽光発電システム

第9回物流環境大賞「物流環境特別賞」（日本物流団体連合会）

平成20年度「環境保全優良事業者」（国土交通省近畿運輸局長）

表 彰

※省エネ設備導入事例
A社倉庫、照明器具・変圧器の省エネ化

スーパー高効 率アモルファス変 圧器４台、
Hf型照明器具 約750台導入（倉庫3棟）
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（４）環境に優しい事業運営の推進 

 

     ① 運送事業者のグリーン経営の推進 

      グリーン経営推進マニュアルを周知するとともに、運送事業者に対しグリ

ーン経営認証制度の普及を図る。 

今年度は、全業種で１５０事業所の認証、トラックについては、今後2年

間で運送事業者の 10％に相当する事業所がグリーン経営認証を取得するこ

とを目指して、関係団体等と連携して普及促進に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

  運送事業者の環境改善への取り組み意欲を向上させるグリーン経営認証制度の説明会を年 4

回（6月、9月、11月、1月）開催した。また、各種会議及びイベント等あらゆる機会を捉えて

「グリーン経営認証制度」のパンフレットを配布するなど、認証登録事業者の拡大を図るとと

もにグリーン経営の普及に努めた。近畿2府 4県の認証登録事業者は以下のとおりであり、今

後も引き続き制度の普及を図っていく必要がある。 

平成 22年 3月 31日現在 

 トラック バス タクシー 旅客船 内航海運 港湾運送 倉庫 

事業所 654 34 41 3 6 23 113 

 

    ② ＥＭＳ（エコドライブ管理システム）の普及・支援 

      今年度は、改正ＥＭＳ普及事業実施計画認定基準を周知し、多くの事業者が補助制度を活用

し、機器導入の促進を図ることにより更なる環境改善に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車運送関係事業者 

＜具体的推進事項＞ 

・環境保全のための仕組み・体制の整備 

・エコドライブの実施 

・低公害車の導入 

・自動車の点検・整備 

・廃車・廃棄物の排出抑制、適正処理及び

リサイクルの推進 

海事関係事業者 

＜具体的推進事項＞ 

・環境保全のための仕組み・体制の整備 

・エネルギー効率の向上 

・大気汚染物質の抑制のための取り組み 

・船舶及び施設等の整備・点検 

・廃棄物の排出抑制、適正処理及びリサイ

クルの推進 
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【平成21年度の取り組み及び評価】 

ＥＭＳ普及事業講習会（平成 21 年 4 月 27 日、28 日）に参画し、広報活動を行った。また、

５事業者、６３３台についてＥＭＳ普及事業実施計画認定を行ったが、今年度は認定基準が改正

され厳しくなったことと、第２次募集が急遽取り消されたことにより実施計画認定申請がなされ

なかった。 
 

    ③ 自動車整備事業者等に対する顕彰 

     循環型社会形成に向け、環境対策に積極的に取り組んでいる事業場等を表彰し公表する「環    

境保全優良自動車関連事業場等表彰制度」が、より一層多くの事業場等に拡大されるよう推進

を図る。 

 

【平成 21年度の取り組み及び評価】 

表彰事業者数 ３６２事業場 

     （局長表彰：１２２事業場  支局長表彰：２４０事業場） 

過去２年連続して支局長表彰を受けた１２２事業場に対し、局長表彰を実施した。自動車整

備事業者等の環境保全への意識が定着しつつあると考えられる。 

 

   ④ 優良自動車運送事業者に対する顕彰 

     平成 13年 5月に創設した優良自動車運送事業者表彰制度に基づき、低公害車の導入、ＩＳ

Ｏ14001・グリーン経営認証の取得など自動車運送事業を通じて環境対策等の社会貢献を果た

している自動車運送事業者を表彰することにより、環境負荷低減の啓蒙を図る。 

 

【平成 21年度の取り組み及び評価】 

表彰事業者数  バス ６事業者  タクシー 2事業者  トラック 62事業者 

    自動車運送事業者の環境対策への意識向上を図ることができた。 

 

   ⑤ 内航船・旅客船に対する省エネ機器等の導入促進支援策の推進 

  燃焼効率や推進効率を向上させる機器や運航効率を向上させる船体改造・改修など先進的な

省エネ化の取り組みを支援することで、フェリーなどの海上交通の低炭素化を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船 首 （水 上 部 分 ）

船 首 （水 中 部 ）

海 上 交 通 低 炭 素 化 促 進 事 業

他 モ ー ド に 比 べ 、 低 炭 素 化 の 遅 れ る 海 上 交 通 に つ い て 、 省 エ ネ 効 果 の 極 め て 高 い 機 器 の 導入 を 補
助 す る こ と で 海 上 交 通 の 低 炭 素 化 を 加 速 さ せ る 。

船 舶 の 高 度 な 低 炭 素 化 に 資 す る 設 備 導 入 に 対 す る 補 助 【 補 助 率 １ ／ ２ 】

近 年 、 景 気 の 低 迷 等 に伴 い 、 フ ェ リ ー 等 の 海 上 輸 送 量 が 急 激 に 低 下 、 投 資 余 力 が 急 速 に 減 退 し て い る
と こ ろ 。 他 方 、 船 舶 によ る 輸 送 は 他 の 輸 送 モ ー ド に 比 べ 環 境 対 応 が 遅 れ て お り 、 先 進 的 な 省 エ ネ 化 の
取 組 み を 支 援 す る こ とで 、 フ ェ リ ー 等 の 海 上 交 通 の 低 炭 素 化 を 促 進 す る 。

・ 既 存船 舶 の 中 古 船 舶 へ の 買 換 え

（ 省エ ネ 効 果 の あ る も の に 限 定）
→ C O 2 排 出 量 ▲５ ％ 等

・ 推進 効 率 を 向 上 さ せ る 機 器
（ 例）

プ ロペ ラ ボ ス 取 付 翼 → C O2 排 出 量 ▲ ５ ～ ７％ 等

・ 燃 料 改 質 器

着 火 性 を改 善 し 、 燃 焼 速 度
を 向 上 さ せ 、燃 料 費 を 節 約 。

・プ ロ ペ ラ ボ ス 取 付 翼

ハ ブ 渦 を 消 し て エ ネ ル
ギ ー 損 失 を 低 減

・船 首 形 状 の 改 良

・ 燃焼 効 率 を 向 上 さ せ る 機 器
（ 例）

燃 料改 質 器 → CO 2 排 出 量 ▲ ６～ ７ ％
主 機関 の 改 良 → C O 2排 出 量 ▲ ５ ％ 程 度 等

・ 運 航効 率 を 向 上 さ せ る 船 体 改造 ・ 改 修
（ 例 ）

船 首 形状 改 良 → CO 2排 出 量 ▲ ４ ～ ２ ０ ％
船 底 の低 摩 擦 化 → C O2 排 出 量 ▲ ３ ～ ８ ％

等

【 対 象 機 器 等 の 例 】

Ｈ ２１ 年 度 ２次 補 正
５０ 億 円
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【平成21年度の取り組み及び評価】 

   省エネ運航等合理化・輸送サービス向上に向けた取り組みの推進 

国土交通省海事局が実施する実証事業について、管内フェリー事業者への周知、連絡業務 

等を分担し円滑な実証実験の実施に協力した。当局所管の全フェリー事業者（４社）の協力

を得て、１０隻のフェリーで実証実験を実施した。また、神戸運輸監理部管内内航運送事業者

１社に運航の効率化・高度化又は輸送サービスの向上等活性化に資する効果の高い取り組みに

ついて実証事業を行った。（プロペラボスキャップフィン取り付け、サンドブラスト（船舶錆

取り用として砂粒状研磨剤を吹き付ける加工法）、低摩擦塗料塗装など） 

平成 21年度の実証実験結果等を踏まえ、平成21年度 2次補正予算で海上交通低炭素化促進

事業費補助制度が新たに設けられ、平成22年度において事業執行することとなっている。 

 

 ⑥ スーパーエコシップ等のエネルギー使用合理化船舶導入の推進 

     電気推進システムを採用し、環境に優しく経済的な船舶（スーパーエコシップ(SES)）の建

造を促進するとともに、その他エネルギー使用合理化船舶の導入を推進することにより、物流

効率化と地球温暖化対策等の環境負荷低減を促進し、内航海運の活性化を図る。 

 

【平成 21年度の取り組み及び評価】 

     近畿運輸局管内の事業者において、平成21年度に2隻が就航し、平成19年度、平成20年度

と合わせて4隻となった。全国的に見ると平成21年度末までに12隻のスーパーエコシップが

就航し、今後も7隻の建造が決定していることから、スーパーエコシップの普及は着実に軌道

に乗りつつあるが、在来船に比べ2割程度船価が上昇することから、補助制度の継続が望まれ

る。 

 

   ⑦ 船舶版アイドリングストップの推進 

     海上交通低炭素化促進事業補助制度等を活用し、船舶が停泊中に必要な電力を自家発電から

陸上からの電力供給への転換を推進する。 

 

【平成 21年度の取り組み及び評価】 

実証実験の１つの取り組みとして、大阪南港Ｆ４バースを発着する大型フェリーに陸上から

大容量の電力を供給する陸電システムを導入した。平成２０年度に当局が実施した調査検討か

らスタートした陸電システムの導入が実証実験の実施に至り、海上交通低炭素化促進事業補助

制度の対象設備にもなった。環境省が実施する補助事業制度（チャレンジ２５）を利用した滋

賀県浜大津港への陸電システム導入については、関係者と勉強会を開催する等精力的に動いた

が、諸条件が整わず補助の応募は見送りとなったが、停泊中の船舶の環境対策としての陸電シ

ステムについて関係者の認識が深まった。 

 

⑧ 環境対策セミナーの開催 

 物流事業者や荷主企業を対象に環境対策セミナーを開催し、温室効果ガス排出量削減に向け 

た取り組みの普及啓発を図る。 

 

【平成 21年度の取り組み及び評価】 

    物流事業者や荷主企業を対象に、国土交通省の環境対策における各種支援措置や神戸市のモ
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ーダルシフト補助制度を紹介するセミナーを開催した。 

H22.1.13 神戸市 参加 108名 

事業者が利用できる補助金・税制優遇制度などを紹介し、物流コスト削減とCO2排出量削減

に向けた取り組みへの意欲を醸成した。 

 

（５）交通分野での環境保全に貢献のあった方々への顕彰 

        交通分野における環境対策の一層の進展を図るため、環境保全に著しく貢献のあった方々に 

対し、近畿運輸局長及び神戸運輸監理部長による表彰を行う。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

平成 21 年 9 月 14 日、平成 21 年度交通関係環境保全優良事業者等局長表彰を実施、三

菱倉庫(株)大阪支店、阪神電気鉄道(株)・西大阪高速鉄道(株)、(株)カシックス、金田運

輸(株)、琵琶湖汽船(株)・(株)杢兵衛造船所の5事業（７事業者）を表彰し、本表彰受賞

者の取り組み事例を一般に公表することにより、交通関係における環境対策の進展を図る

ことができた。 
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（６）出前講座等による啓発活動の推進 

 

     ① 出前講座の実施 

 

1) 近畿運輸局の取り組み                     

      小中学校における学習指導要領の改訂が平成23年度より完全実

施され総合的な学習の時間が減少することから、総合学習支援の取

り組みを一部見直し、高・大学生や一般市民を対象とした講座メニ

ューを加えて、出前講座として取り組む。 

 

 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

近畿運輸局の取り組み 

【総合学習講義実績】 

小学校 ３校 ２４９名 

中学校 ３校  ５４名 
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【出前講座講義実績】 

海上保安学校 １校 ２２２名 

海洋高校   １校  １４名 

【施設見学実績】 

    ・自動車検査登録及び検査場見学 

専門学校生 ３校 ８０名、中学校  ５校  ４０名、日本国際協力機構 研修生 １１名 

    ・青少年の海洋環境教室 

小学校 ３校 １０４名、中学校 ２校 ５９名 

・親子で探検！造船所ってどんなとこ？ 

一般市民（親子） １５名 

    ・練習船「海王丸」見学会 

中学校 １校 １２１名 

    ・海からの環境学習（フェリー見学） 

小学校 １校  ７０名 

    ・大阪市広報船「夢咲」体験航海 

中学校 １校  ４３名 

 

    中学生を対象として大阪市の広報船を使用した体験航海を実施し、地方自治体との連携を図

ったほか、ＪＩＣＡ（日本国際協力機構）の外国人研修員に対して日本の自動車検査制度の講

義や見学を行うなど、運輸行政のＰＲのみならず、国際協力も行うことが出来た。 

 

2) 神戸運輸監理部の取り組み 

      下表のテーマで、小・中・高・大学生や一般市民を対象とした出前講座・施設見学の取り

組みを進める。特に、海運や造船、船員といった海事産業の理解を深めるために、海事副教

材の作成、兵庫県内全小中学校への配布、みなと学習会の開催、出前授業を実施する。 

 

出前講座テーマ一覧 
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【平成21年度の取り組み及び評価】 

・海事副教材の作成、教師用海事副教材の作成、授業用パワーポイントＣＤの作成 

・上記教材の兵庫県内全小中学校への配付 

・出前授業の実施 

・施設見学について、関係機関と連携し広報の強化を図った。 

   前々年と比べ、海事副教材のリニューアルに加えて、教師用海事副教材、授業用パワーポ

イントＣＤの作成に取り組めた。みなと学習会は実施できなかったが、出前授業は前年度以

上の実施ができた。 

 

     ② 交通エコロジー教室 

    交通がもたらす環境への影響に対する理解と環境負荷の小さい移動のために個人がなし得る

ことの認識を深め、又、青少年を対象に海の交通が社会に果たしている役割、エコロジー面で

はモーダルシフトが進められていること等への理解を深めるための教室を行う。 

 

【平成 21年度の取り組み及び評価】 

 １）近畿運輸局の取り組み 

 H22.1.23 小学生の親子２０組４９人 

 京
みやこ

・交通エコロジー教室 ～バス・地下鉄に乗って京都の魅力を再発見～ 

     クルマの利用を控えることがＣＯ２削減に効果的であることを小学生に分かりやすく説明 
し、京都市内のラリーポイント2～3箇所を選定、同じコースをクルマで回る場合と比べて 
ＣＯ２排出量がどれだけ削減できるかを確かめてもらった。また、天然ガス自動車での環境 
学習も行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）神戸運輸監理部の取り組み 

 H21.11.7 小学５・６年生の親子１８組３６人 ジャンボフェリー船内 

     二酸化炭素の排出量を減らすにはマイカーの使用を控えて公共の乗り物を利用することが大

切であることを解説し、生活の見直しを考えてもらうきっかけになった。 
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     ③ エコドライブの啓発 

        イベントやフェアにおいて一般ドライバーを対象にエコドライブの啓発を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

    自治体等が開催する各種イベント等において、啓発チラシを配布し一般ドライバーを対象に 

エコドライブの啓発を行った。 

 

 

３．輸送分野におけるエネルギー使用の合理化の推進 

 

 （１）改正省エネルギー法による省エネ対策の推進 

        運輸部門から排出されるＣＯ2削減に向け、平成18年 4月 1日に施行された「エネルギーの

使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」（改正省エネルギー法）に基づき、特定輸

送事業者に指定された一定規模以上の輸送能力を有する輸送事業者には省エネ措置の中長期計

画及びエネルギー使用量等の定期報告書の提出が義務付けられている。また、特定輸送事業者

と同様、一定規模以上の荷主企業に対しても省エネの取り組みについて、計画書及び定期報告

書の提出が義務付けられている。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

改正省エネ法に基づき、指定した特定輸送事業者の全てから定期報告書及び中長期計画書の

提出を受けた。また、省エネ対策の実施状況を調査するため、特定輸送事業者３社に対して実

態調査を実施した。 

今後は、特定輸送事業者及び特定荷主の省エネに向けた取り組み状況を調査するとともに、

その取り組み内容を事業者間で共有させることにより省エネ措置の確実な実施を図っていく必

要がある。 

 

特定輸送事業者数                       平成 22年 3月 31日現在 

貨物 旅客  

事業用ﾄﾗｯｸ 自家用ﾄﾗｯｸ 船舶 鉄道 バス タクシー 船舶 
計 

近畿 ４０ １２ ４ ７ １１ １１ ３ ８８ 

神戸 － － ２ － － － － ２ 

 

エコドライブ10のすすめ 

６ 暖機運転は適切に 
７ 道路交通情報の活用 
８ タイヤの空気圧をこまめにチェック

９ 不要な荷物は積まずに走行 
10 駐車場所に注意 

１ ふんわりアクセル「e スタート」

２ 加減速の少ない運転 
３ 早めのアクセルオフ 
４ エアコンの使用を控えめに 
５ アイドリングストップ 
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 自動車等から排出される窒素酸化物（ＮＯｘ）や粒子状物質（ＰＭ）による大気汚染については、

排出規制等の施策により改善傾向にあるが、大都市地域においては依然として厳しい状況にあり、そ

の解消に向けた施策が求められている。 

 このような状況において、ＣＮＧトラック・バス等の導入や、「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」に基づく

事業者の指導、街頭検査による整備不良車の排除等により、大気汚染の解消を図る。 

その他、船舶からの排出ガスによる大気汚染対策として船舶検査等を実施する。 

 

 

１．ＣＮＧトラック・バスの導入促進 

 

（１）普及啓発活動の推進 

近畿黒煙ゼロ推進連絡協議会の活動予定 

  （継続事業） 

   ・低公害車普及促進に関する説明会及び展示・試乗会等の実施 

・低公害車普及啓発ツールの作成 

・近畿黒煙ゼロ推進連絡協議会ホームページの更新・充実 

・荷主団体等に向けた低公害車普及促進に関する出前講座の実施 

・低公害車ＰＲコーナーの常設 

 

【平成 21年度の取り組み及び評価】 

      近畿管内事業用ＣＮＧトラック・バスの補助金申請件数  （単位：台） 

 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

トラック ２８６ ３４３ １３９ 

バ  ス ６ ２ ２ 

           注）トラックには特種車を含む                                            

 

 

２．自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく事業者指導の実施 

 

      自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく一定規模以上の運輸事業者に課せられている自動車使用管理計

画書及び同実績報告書の提出を促進するため、機会ある毎にＮＯｘ・ＰＭ法の周知を行うととも

に未提出事業者に対し督促による指導を強化する。 

      提出された自動車使用管理実績報告書を集計し、同報告書に記載されたデータにより、低公害

車の導入促進と適正運転の指導に活用する。 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．大気汚染問題への取り組み

自動車使用管理計画書 

 対象事業者：自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の対策地域内に 30 台以上の自動車を使用する自動車運送

事業者 

 内    容：ＮＯｘ・ＰＭの排出量の計算、低公害車導入、車両走行量の削減、排出量の目標・

適正運転の実施等の計画 

 計 画 期 間：４年間（毎年実績報告）
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【平成21年度の取り組み及び評価】 

  自動車使用管理実績報告書の提出促進を図るため、未提出事業者に督促するとともに、指導を

行った。 

 

自動車使用管理実績報告書の提出状況               （平成２１年３月末現在） 

大阪府 兵庫県  

対象事業者 提出事業者 対象事業者 提出事業者 

バス ２７ １２ １８ ５ 

タクシー １６４ １０５ ９８ ７９ 

トラック ５６３ ２３４ ２１０ ９９ 

 

 

 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の改正（平成20年 1月 1日施行） 

  自動車から排出される窒素酸化物（ＮＯｘ）及び粒子状物質（ＰＭ）の特定地域における総量の

削減等に関する特別措置法（平成4年法律第 70号。以下「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」）は、ＮＯｘや

ＰＭによる大気汚染が著しい都市部での大気環境の改善を目指すものである。これまで、首都圏、

愛知・三重圏、大阪・兵庫圏にある市区町村を窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域（以下   

「対策地域」）に指定し、自動車から排出されるＮＯｘ及びＰＭの排出総量の削減に取り組んでき

た。これにより、大都市地域における自動車交通に起因するＮＯｘ及びＰＭによる大気環境は改善

傾向にある。 

  しかしながら、大都市地域内の一部の地区においては、自動車交通の集中等により、大気環境の

改善が阻害されており、長期間にわたり二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準が達成

されていない状況にある。また、このような地区における大気汚染の一因として、対策地域の外か

ら対策地域の中に流入する自動車からの影響も指摘されている。そのため、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法

を改正し、局地汚染対策及び流入車対策を講ずることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

局地汚染対策の概要 

(1)重点対策地区の指定 

都道府県知事は、対策地域内で大気汚染が特に著しく、局地汚染対策を計画的に実施す

る必要がある地区を重点対策地区として指定。 

 (2)重点対策計画の策定 

都道府県知事は、指定した重点対策地区に関する重点対策計画を策定し、当該重点対策

地区における自動車排出窒素酸化物等による大気汚染の防止を図るための局地汚染対策を

重点的に実施。 

 (3)特定建物の新設に関する措置 

重点対策地区内に新たな交通需要を生じさせる建物を新設する者は、自動車排出窒素酸

化物等の排出抑制のための配慮事項等を届け出て適正な配慮を実施。 
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従 来 法 に 規 定 さ れ て い る 対 策 地 域
（ 範 囲 に つ い て は 変 更 無 し ）

周 辺 地 域
対 策 地 域 の 周 辺 の 地
域 で あ っ て 、 そ の 地 域
内 に 使 用 の 本 拠 の 位
置 を 有 す る 自 動 車 が
指 定 地 区 内 に お い て
相 当 程 度 流 入 し て い
る 地 域

自 動 車 Ｎ Ｏ ｘ ・ Ｐ Ｍ 法 に 基 づ く 排 出 基
準 に 適 合 し た 自 動 車 を 使 用 す る よ う
に 努 め る

計 画 的 な 貨 物 運 送 委 託 等 を 通 じ 、
貨 物 の 輸 送 に 係 る Ｎ Ｏ ｘ ・ Ｐ Ｍ の 排
出 の 抑 制 に 努 め る

流 入 車 か ら 排 出 さ れ る Ｎ Ｏ ｘ ・ Ｐ Ｍ の
排 出 抑 制 措 置 の 実 施 に 関 す る 計 画
提 出 ・ 定 期 報 告 の 義 務 を 負 う

指 定 地 区
（ 都 道 府 県 知 事 が 定 め る 重 点 対 策 地
区 の う ち 、 流 入 車 対 策 を 推 進 す る こ
と が 必 要 で あ る 地 区 を 、 環 境 大 臣 が
指 定 ）

以 下 の ① 、 ② の 両 方 の 条 件 に 該 当
す る 場 合

① 周 辺 地 域 内 に 使 用 の 本 拠 を 有 す
る 自 動 車 を 3 0 台 以 上 保 有 。

② ① の 自 動 車 を 指 定 地 区 に お い て
3 0 0 回 以 上 運 行

周 辺 地 域 内 に 使 用 の 本 拠 を 有 す る
自 動 車 を 使 用 す る 事 業 者

流 入 車 対 策 の 概 要

流 入 車 を 対 策 地 域 内 で
運 行 す る 事 業 者

荷 主

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ディーゼル車の点検の実施等 

 

 （１）ディーゼルクリーン・キャンペーンの実施 

   （重点実施期間：6月及び 10月） 

 

  平成 22年度においても、６月と10月を重点実施期間としてディーゼ   

ルクリーン・キャンペーンを全国展開し、街頭検査の実施及び迷惑黒煙  

通報制度を活用し、更なる環境対策を推進するとともに、最新の排ガス  

規制に適応した排ガステスター（オパシメーター）を使用し、目に見え 

ない浮遊粒子状物質（ＰＭ）についての検査も実施する。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

ディーゼルクリーン・キャンペーンの実施 

  街頭検査実施結果 

    6月期 測定台数   85 台、不適合台数  3台 

   10 月期  測定台数   76 台、不適合台数  0台               

   21 年度合計        161 台             3 台    前年度不適合台数３台増 

 （20年度合計        286 台             0 台 ） 

                  

 迷惑黒煙通報件数 

   4月～10月期  通報件数  39件、通知件数  30 件              

     20 年度 4月～10月期     128 件           109 件  前年度通報件数８９件減 
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ディーゼルクリーン・キャンペーンの実施及び迷惑黒煙通報制度を活用して、一般ユーザーに対

しディーゼル黒鉛の有害性、改善対策等について周知するとともに、電光掲示板、チラシの配布等

により広報活動を行った。また、街頭検査において黒鉛検査を行った結果、前年度より３台増加し

ていることから、今後も車両の適切な保守管理を推進する必要がある。 

  

（２）市民黒煙モニター制度の活用 

    近年のディーゼル排出ガス規制の強化等により、著しく黒煙を排出する車両は減少しているもの 

の、依然として黒煙を排出している車両が見受けられることから、平成22年度においても、近畿運 

輸局と地方自治体が連携して設置したモニター制度（大阪府は平成14年 6月、兵庫県は平成13年 

6月設置）を活用して監視活動を実施し、著しく黒煙を排出している自動車の使用者に対し、文書 

（ハガキ）により自主点検の啓発を行うとともに車両の改善を促すこととする。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

大阪府、兵庫県とも通報、通知件数は減少傾向にある。通報された迷惑黒鉛排出車両の使用者に

対しては、点検整備等の必要性を促すとともに、車両の改善をするよう指導を行った。 

 ＜大阪府のモニターからの通報結果＞ 

 平成２０年度 平成２１年度 対前年度比（％） 

通報件数 １０３件 ３４件 ６６．９％減 

通知件数 ８６件 １９件 ７７．９％減 

 ＜兵庫県のモニターからの通報結果＞ 

 平成２０年度 平成２１年度 対前年度比（％） 

通報件数 ２２件 １４件 ３６．３％減 

通知件数 １３件 １０件 ２３．０％減 

 

市民モニターによる通報、通知件数は年々減少しており、近年の排ガス規制の強化及び啓発活動

等による環境改善の効果は現れているものと思われる。しかしながら、依然として黒鉛を排出する

車両があることから、更なる環境改善を推進するため、兵庫県のモニター数１２名から新たに１７

名を委嘱し、２９名体制で監視活動を行った。 

 

 

４．街頭検査の実施                   

  自動車社会の秩序維持と安全確保、環境の保全のため、定期的 

に街頭検査を行い、整備不良車や不正改造車の排除を目指す。 

 特に、大気汚染問題への取り組みとして、ディーゼル車の黒煙

検査や燃料検査に重点を置き、積極的に取り組むこととする。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

  街頭検査の実施状況 

      回 数         539 回(うち燃料検査回数  20 回) 

      検査台数         14,937 台(うち燃料検査台数 132 台) 

    整備命令交付台数    651 台(うち燃料検査台数   0 台) 
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  平成 21年度は街頭検査の充実・強化を図ったところ、検査目標台数13,300 台に対して検査台数

が14,937台（目標台数の11％増）であり、その4.3％が整備命令交付台数となった。 

また、不正軽油使用の排除のための燃料検査を行い、検査台数の約 2.2％に適正燃料使用を促す

警告書を交付した。 

街頭検査で実施する騒音、排ガス検査を通して、自動車使用者に対する大気汚染問題に係る意識 

の高揚や啓発が図られた。 

 

 

 

５．国道４３号等の沿道における環境改善 

 

     国道４３号等の沿道における公害問題の代表的な訴訟である「尼崎大気汚染公害訴訟」について

は、平成12年 1月の神戸地裁判決を受けて、同年12月に和解した。その後、大型車の交通の転換

が図られていないなど和解条項不履行として平成14年 10月にあっせん申請がなされ、平成15年

6月に、①大型車の交通量低減のための調査、②環境ロードプライシングの試行内容の充実、③大

型車交通規制の可否の検討要請、を実施することなどを内容とするあっせんが成立した。 

     近畿運輸局としては、国道４３号等の沿道における環境改善を図るため、ＣＮＧトラック・バス

等の導入促進、ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく事業者指導等とともに、以下の取り組みを実施する。 

 

 （１）尼崎地区ディーゼル車排ガスクリーンキャンペーンの実施 

   近年の排出ガス規制の強化及び大阪府、兵庫県のＮｏｘ・ＰＭ規制不適合車流入規制等の効果

により、国道４３号尼崎地区の交通環境はかなり改善されてきているものの、依然黒煙を排出し

ている車両が見受けられることから、今年度においても更なる環境改善に向け、関係行政機関と

協力のもと「尼崎地区ディーゼル車排ガスクリーンキャンペーン」を積極的に推進する。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

尼崎地区ディーゼル車排ガスクリーンキャンペーン街頭検査実施結果 

   実施回数  １５回   

    検査台数 １４７台(うち黒煙検査 ９０台、不正軽油検査 ７６台) 

     整備命令  １１台(うち黒煙関係   ０台、不正軽油(警告)  ３台) 

         ※整備命令１１台については、球切れ等の車両の不具合によるものである。 

 

   今年度も毎月２回の街頭検査を計画し、ディーゼル黒鉛及び不正軽油等の検査を行った。雨天

等により実施回数は１５回となったが、１４７台について検査を行い、黒煙に関する整備命令件

数が今年度においても０台であった。１５年度の３７台、１６年度３２台、１７年度１４台、１

８年度０台、１９年度０台、２０年度０台と４年連続整備命令件数が０件で、近年の排出ガス規

制の強化及び大阪府、兵庫県の流入車規制の効果があるものと思わる。今後も尼崎地区排ガスク

リーンキャンペーンを推進し更なる環境改善を図っていく。 
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（２）迂回運行の要請 

      関係行政機関等と連携して「国道４３号・阪神高速神戸線における

大気汚染改善に向けた交通需要軽減キャンペーン」を展開し、トラッ

ク事業者・団体に対し阪神高速湾岸線への迂回を要請していく。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

   国道４３号・阪神高速３号神戸線における大気汚染改善に向 
け、第１１回交通需要軽減キャンペーンを平成２２年２月１日

～２８日まで実施し、トラック事業者等に阪神高速５号湾岸線

への迂回を要請した。 

   トラック事業者や荷主企業等への継続的な要請活動により、

国道４３号周辺の環境改善に向けて迂回通行への認識が徐々

に深まっているものと考えられるが、引き続き取り組みが必要

である。 

 

 

６．船舶からの大気汚染物質の排出規制業務の円滑な実施 

 

   外国籍船に対して実施するポートステートコントロール（ＰＳＣ）において、海洋汚染防止条約

に基づく、窒素酸化物や硫黄酸化物の大気汚染物質に関する規制並びに船舶発生油焼却等による大

気汚染防止のための設備に関する適正な検査を実施する。 

   海洋汚染等防止法に基づく船舶からの排出ガスによる大気汚染対策として、機関の維持管理状況

を確認する。また、オゾン層破壊物質を含む設備の新規使用を禁止するため、定期的検査時に立入

検査を行う。 

 
【平成21年度の取り組み及び評価】 

  外国籍船に対して実施するポートステートコントロール（ＰＳＣ）において、海洋汚染防止条約 

に基づく、窒素酸化物や硫黄酸化物の大気汚染物質に関する規制並びに船舶発生油焼却等による大 

気汚染防止のための設備に関する立入検査を実施し、７９件の欠陥を指摘し改善指導を行なった。 

     立入検査実績 700 隻（近畿運輸局 415隻、神戸運輸監理部 285隻）  

 

  内航船等の定期的検査時に立ち入り検査を実施した船舶に使用されているオゾン層破壊物質設備 

について「立入検査記録簿」を交付した。 

      立入検査実績  151隻（近畿運輸局 104 隻、神戸運輸監理部 47隻） 

  外国船舶に対する大気汚染問題への取組みは、平成１７年５月１９日からポートステートコント

ロールにおいて、オゾン層破壊物質等船舶からの排出規制に関する大気汚染防止設備及び燃料油の

適合性に関する検査を行っており、最近の世界規模での地球温暖化やＣＯ2 排出規制の高まりを受

けて、船舶の所属国や外国の船員にも環境意識が浸透してきているが、検査においては欠陥の指摘

がみられた。指摘した欠陥について指導の結果、大気汚染防止に関する認識を高めさせることがで

きた。内航船等に立入検査記録簿を交付することにより、オゾン層破壊物質新規使用の禁止を周知

するとともに新設を防止する効果があった。 
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 循環型社会の構築に向けては、廃棄物の発生の抑制や資源の再使用、再利用を進め、資源循環の環

境を形成することが重要であるため、自動車リサイクル、ＦＲＰ船リサイクルを推進するとともに、

環境負荷低減型の静脈物流システムの構築を目指し、国の関係機関、地方自治体との連携・協力を図

りながら、以下の対策に重点的に取り組むこととする。 

 

 

１．自動車リサイクルの円滑な推進 

 

 （１）自動車登録関係業務の円滑な実施 

    自動車リサイクル法の施行に伴う新抹消登録制度の適正な運用を図り、関係行政機関とも連   

携し、使用済み自動車の不法投棄の防止や資源のリサイクルに努めてきたところであるが、本   

年度においても引き続き、永久抹消登録及び解体届出に伴う自動車重量税還付金が迅速かつ確

実に所有者等に還付されるよう関係機関と連絡を密にする。 

 

自動車リサイクル法 

（「使用済自動車の再資源化等に関する法律」平成14年 7月公布、同17年 1月 1日施行） 

 概 要 

    ・自動車製造業者を中心とした関係者の役割分担 

    ・自動車所有者のリサイクル料金の負担 

    ・電子マニフェスト（移動報告）制度の導入による情報管理システムの構築 

 

道路運送車両法の改正（平成14年 7月公布、同17年 1月 1日から施行） 

  概 要 

   ・登録自動車の永久抹消登録（法第15条）及び一時抹消後の解体届出（法第16条）は、

自動車リサイクル法の使用済自動車の処理状況を報告した「移動報告（電子マニフェ

スト）」の情報により適正な解体処理が確認されたものについて行う。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

自動車重量税還付制度については、還付金の計算方法、還付時期等問い合わせが多く、これに

対応するため、国税局と連携し、運輸支局等における手続きの際には、国税局作成のリーフレッ

トを申請者に配布し、また、事務所内に掲示するなどしてユーザーに対する周知を図った。 

  特に、リーフレットについては、より分かりやすい内容にするため、国税局と調整を行いリニュ

ーアルした。一時抹消登録車両の大量所有者の大幅な減少や、最終的な処分について解体の割合

が輸出に比べて増加している等の最近の現状から、一時抹消登録後の適正な解体処理が進んでい

ると思われる。また、これらのことから自動車重量税還付制度の適正な運用がなされてきている

と考えられる。 

 

 

 

Ⅲ．循環型社会の形成に向けた取り組み
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（２）自動車整備事業者における対応 

 

     ① 自動車整備におけるリサイクル部品の利用促進 

     自動車リサイクル部品情報の充実、リサイクル部品の安全評価・粗悪部品の排除を目的とし    

た「自動車リサイクル部品の利用促進のためのガイドライン」の関係者への周知を図る。 

     また、「環境に優しい自動車関連事業推進協議会」の活動等を通じ、引き続きリサイクル部    

品の利用促進を図る。 

     なお、自動車リサイクル法に伴う自動車リサイクルを適正かつ円滑に実施するため、自動車

整備事業者に課された役割の着実な履行とリサイクル部品の利用促進を指導する。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

研修等を通じリサイクル部品の利用促進、業者登録の指導を行った。自動車分解整備事業者

等に対し、リサイクル部品の利用促進を自動車ユーザーに働きかけるよう周知ができた。 

 

  （整備主任者研修 １０３回、自動車検査員研修 ９１回） 

 

自動車リサイクル部品の利用促進のためのガイドライン（国土交通省平成14年 3月公表） 

  概 要 

   自動車整備事業者等がリサイクル部品を調達する際の注意事項、リサイクル部品の品質

確保のための確認事項、自動車ユーザーへの対応事項についてとりまとめたもの。 

   ・リサイクル部品発注時、部品供給事業者への正確な情報（自動車検査証及びコーショ

ン記載事項等）の伝達 

   ・リビルト（再生）部品使用時、部品供給事業者のリビルト作業内容の確認（部品の分

解、修理、検査等） 

   ・リユース（再利用）部品利用時の最低限実施すべき点検項目の確認 

   ・リビルト部品及びリユース部品の保証期間、保証内容の確認 

   ・自動車整備事業者等が自動車ユーザーへ果たす役割 

 

 

 

     ② 自動車分解整備事業者等に対する業者登録の指導 

     自動車分解整備事業者に対し、引取業者及びフロン類回収業者として登録の上、自動車リサ

イクル法に基づき適正処理を実施するよう指導していく。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

・近畿管内の業者登録状況 

 引取事業者 11,221 事業者、フロン回収業者 2,746 事業者 

 

自動車分解整備事業者等に対し、引取業者及びフロン回収業者としての登録と、自動車リサ

イクル法に基づく適正処理を実施するよう指導できた。 
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フロン回収破壊法 

（「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」 

   平成 13年 6月公布、自動車のフロン類の回収・破壊については同14年 10月 1日から施行）

  概 要 

   ・自動車に搭載されているエアーコンディショナー（第2種特定製品）の引取り及びフロ

ンの回収を業として行おうとする者は、知事の登録が必要 

    ・第 2種特定製品引取業者及び第2種フロン類回収業者等は、自動車フロン類管理書の保

存が必要 

    ・自動車を運行の用に供する者は、フロン類の回収・破壊等に伴う費用を負担 

 

 

 

２．ＦＲＰ船リサイクル 

 

     ① ＦＲＰ船リサイクルの推進 

    関西地区廃船処理協議会等において、地域の沈廃船処理に関する意見交換を図り、一般ボー 

トユーザーに対する本システムの周知広報活動及び利用促進並びに地方自治体による廃船処理 

における本システムの活用を促進する。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

地方自治体に対し、沈廃船処理における本システムの活用及び一般ボートユーザーに対する

周知広報活動の協力を依頼した。特に一般ボートユーザーに対する有効な情報ツールとして期

待される自治体ＨＰ、市報等の広報誌への掲載を強く要請した。一般ボートユーザーが集まる

関西ボートショ－等のマリン関連イベントを通じて本リサイクルシステムに関する啓発活動を

図ることができた。一定の理解が得られていると思料される。自治体へ協力要請しているＨＰ

への掲載は増加傾向である。近畿地区における平成２１年度リサイクルシステムの利用実績は、

２０７隻（自治体１１０隻、一般９７隻）であり、昨年度に比べ８２隻（自治体 ３５隻、一

般４７隻）利用が増加しており、一定の理解が定着しつつあると思える。 
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  海洋汚染の防止については、国内はもちろんのこと、各国が協調して取り組むことにより、十分な

効果が期待できるものであり、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」や国際条約（海洋汚

染防止条約）に基づいた規制がなされている。 

 近年、タンカーによる大規模な油流出による海洋汚染事故は世界的な環境問題となっており、海洋

環境の保全をより一層確実にするため、国際条約の改正によりタンカーのダブルハル（二重船殻）化

の早期導入など、対策が推し進められ、また、放置座礁船対策として入港する外航船舶にＰＩ保険の

加入を義務付けているところであるが、海洋環境に係わる諸問題の解決に向けて以下の対策を重点的

に取り組むこととする。 

 

１．海洋汚染問題への取り組み 

 

     ① 外国船に対する海洋汚染防止設備等に関する検査の強化 

     油及び有害液体物質の汚染対策としては、海難事故等により海洋環境に重大な影響を与える

タンカー、危険物ばら積み船をはじめ、事故を惹起する蓋然性の高い老朽船及び欠陥船に重点

をおいた立入検査を行う。また、船舶からの糞尿及び生活ゴミ等の廃棄物の処理に加えて、有

機スズ系塗料の使用に関する海洋汚染対策の強化を図る。 

      実施目標隻数：785隻（近畿運輸局 500 隻 神戸運輸監理部 285 隻） 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

    海難等により海洋汚染に与える影響がより重大なタンカー及び危険物ばら積み船や、事故率

の高い老朽船、ＰＳＣにおいて欠陥指摘の多い国籍の船舶及び海外に売船される中古船舶等、

海洋環境保全のため、事故の未然防止に重点をおいたＰＳＣを実施した。油や有害液体物質等

の海洋汚染に関する欠陥について指摘し、是正指導を実施した。ポートステートコントロール

（ＰＳＣ）の強化重点を絞ったＰＳＣを実施した結果、欠陥の指摘及び是正指導隻数が多くあ

り、海洋汚染の防止を実現した。ＰＳＣを行う外国船舶監督官に対して、研修を実施して、海

洋汚染に関する専門的知識の習得とスキルアップを図った。 
検査実績 ７００隻（近畿運輸局４１５隻、神戸運輸監理部２８５隻） 

       欠陥指摘 ２１３隻（近畿運輸局１３２隻、神戸運輸監理部 ８１隻） 

 

   ② 海洋汚染防止設備の立入検査の実施 

      内航船等に立ち入り、海洋汚染防止設備の保守・管理状況及び廃油の処理・管理状況の検査       

を実施する。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

    海洋汚染防止設備義務船に関し定期的検査を実施しているところであるが、検査対象外の内

航船に立ち入り、設備の保守・点検、廃油の処理・管理状況について検査を実施した。油によ

る海洋汚染は社会的にも影響が大きく、立入検査を実施し海洋汚染防止設備の保守・管理、廃

油の処理・管理状況をチェックすることは海洋汚染防止に有効であった。  
      立入検査数 ６３隻 （近畿４４隻、神戸１９隻） 

Ⅳ．海洋汚染対策・プレジャーボート関係利用環境対策
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     ③ 廃油処理事業者への指導 

     船舶運航に伴い生じた廃油を処理する廃油処理事業者に対し、廃油処理施設への立ち入り等    

により、廃油の適正な処理が行われるよう指導する。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

      廃油処理事業全事業者に対し立入検査を実施し、点検指導を行った。廃油処理事業者の処理

状況・管理状況に関して立入検査を実施することは、廃油処理が適正に行われることに効果が

あった。 

       立入検査数  近畿（１２） 神戸（４） 
 

     ④ 油濁防止管理者養成講習の実施 

     船舶からの油の不正な排出の防止に関する業務の管理を行う、「油濁防止管理者」を養成す    

る講習を実施する。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

      平成２２年２月１日～２日に神戸運輸監理部において、油濁防止管理者養成講習を実施した。

油濁防止管理者養成講習を開催し油濁防止管理者を養成したことは、事業者及び管理者が海洋

環境の維持・向上のための知識を習得するのに一役を担っている。 

       受講者２２名（修了者２１名） 
 

    ⑤ 入港外航船舶へのＰＩ保険加入状況の確認及び立入検査等の実施 

      船舶油濁損害賠償保障法に基づき、我が国に入港する総トン数 100 トン以上の外航船舶に

は、ＰＩ保険の加入が義務づけられている。 

        このため、管内に入港する外航船舶に対しては、港湾管理者、海上保安部等と連携を密にし、    

船主に対して責任の履行及び海洋汚染防止対策について引き続き指導の強化を図る。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

    管内に入港する総トン数１００トン以上の外航船舶に対して、船舶代理店からの入港通報に

基づき船舶油濁損害賠償保障法への適合性を確認するとともに、立入検査等を実施し、保障契

約を締結していない船舶等に対して、行政命令を発出した。 

     

・立入隻数   ４７７隻（近畿運輸局２６１隻、神戸運輸監理部２１６隻） 

 

・命令発出隻数      ６隻（近畿運輸局  ３隻、神戸運輸監理部  ３隻） 

（内訳） 

        航行停止命令      ０隻（近畿運輸局 ０隻、神戸運輸監理部  ０隻） 

        保障契約締結命令  １隻（近畿運輸局 １隻、神戸運輸監理部  ０隻） 

       証明書備置命令  ５隻（近畿運輸局 ２隻、神戸運輸監理部  ３隻） 
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２．プレジャーボート関係利用環境対策 

 

   プレジャーボート等の利用適正化に向けた取り組みとして、引き続き関西舟艇利用振興対策連絡

会議の充実を図り、関係者との意見・情報交換を行うと共に、必要な対応の検討を進める。また、

水上バイクの安全利用等を推進する団体であるＮＰＯ法人ＰＷ安全協会等と連携し、水域利用に関

するルール・マナー啓発活動を実施していく。併せて、マリンレジャー愛好者が集まるイベント等

にて、地域の水域利用環境等の問題に対して啓発活動を行っていく。 

 

【平成21年度の取り組み及び評価】 

平成22年 3月、関西舟艇利用振興対策連絡会議を開催し、関係官庁・自治体、並びに、水上バ 

イクの安全利用等を推進する団体であるＮＰＯ法人ＰＷ安全協会等とプレジャーボート及び水上バ

イク等の利用に関する意見・情報の交換を行ったほか、関西ボートショー等のイベントにおいて各

種啓発活動を実施した。また、淀川一津屋地区の水上バイクの利用実績等について、ＰＷ安全協会

等、関係団体と情報の共有等に努めた。 

関西舟艇利用振興対策連絡会議における関係官庁、自治体ほか関係団体との情報交換等により、 

最新のプレジャーボート及び水上バイク等の利用に関する情報の把握をすることができた。また、

淀川一津屋地区の水上バイク利用実績等、個別の地域における影響等について現状の把握が進んだ。 

引き続き、一般ユーザーへの更なる啓発が必要と考える。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先   

    【近畿運輸局交通環境部 環境課】 

      〒５４０－８５５８ 

      大阪市中央区大手前４－１－７６ 

           大阪合同庁舎第４号館 

      電 話         ０６（６９４９）６４６６ 

      ＦＡＸ         ０６（６９４９）６１６９ 

      ホームページ      http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/ 

 

    【神戸運輸監理部総務企画部 企画課】 

      〒６５０－００４２ 

      神戸市中央区波止場町１－１ 

           神戸第２地方合同庁舎     

      電 話         ０７８（３２１）３１４５ 

      ＦＡＸ         ０７８（３２１）３４７４ 

      ホームページ      http://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/ 

 

 




